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春
秋
戦
国
時
代
の
隷
属
者
を
め
ぐ

っ
て

越

智

重

明

は
し
が
き

春
秋
時
代
の
歴
史
の
流
れ
の
な
か
で
氏
族
制
社
会
が
次
第
に
崩
れ
て
行
く
が
、
諸
侯
は
新
し
い
様
態
と
し
て
そ
の
全
版
図
の
土
地
と
住
民
と
を
直

接
的
に
支
配
し
よ
う
と
し
て
く
る
。
そ
こ
に
は
庶
人

(
11
庶
民
)
を
対
象
に

(地
域
を
単
位
に
し
て
)
軍
賦
を
か
け
る
こ
と
、
そ
れ
ら
を
軍
兵
と
し

て
徴
発
す
る
こ
と
が
生
じ
て
く
る
。

一
方
、
戦
争
の
捕
虜
、
犯
罪
没
官
人
、
社
会
的
経
済
的
没
落
者
と
い
っ
た
も
の
も
多
数
生
じ
て
く
る
と
考
え
ら

れ
る
。
戦
国
時
代
に
氏
族
制
社
会
は
崩
壊
す
る
が
、
右
の
大
勢
は
戦
国
時
代
に
引
き
継
が
れ
る
。

エ
キ

さ
て
、
春
秋

(主
と
し
て
そ
の
中
期
以
降
)
戦
国
時
代
の
役
人

(徴
発
さ
れ
て
軍
役
、
雑
多
な
役
に
服
し
て
い
る
も
の
)、
捕
虜
、
犯
罪
没
官
人
、

没
落
者
な
ど
に
つ
い
て
は
旧
来
数
多
く
研
究
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
研
究
及
び
秦
漢
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
そ
の
研
究
が
む
つ
か
し
い
理
由
の

一

つ
に
、
当
時
の
人
々
が
必
ず
し
も
右
の
よ
う
な
役
人
、
捕
虜
、
犯
罪
没
官
人
、
没
落
者
で
官
私
に
入

っ
た
も
の
か
否
か
、

の
区
別
を
念
頭
に
お
か
な

い
で
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
奴
婢

で
あ
る
が
、
様
々
な
用
法
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
通
ず

る
基
本
的
性
格
は
男
女
の

「使
用
人
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
庶
民
の
奴
婢
も
存
在
す
る
。
少
な
く
と
も
そ
の
言
葉
が
使
用
さ
れ
始
め
て
か
ら
や
や
時
間
が
た
っ
た

時
期
以
降

は
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
反
面
、
限
定
的
用
法

(例
え
ば
、
犯
罪
没
官
人
を
指
す
用
法
)
と
い
っ
た
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
賎
と
い
う
言
葉

は
、
往
々
あ
る
基
準
よ
り
下
の
も
の
を
指
す
と
き
に
使
用
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
政
治
的
支
配
者
で
あ
る
か
な
り
の
高
官
が
賎
と

い
わ
れ
る
こ
と

も
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
研
究
を
困
難
に
し
て
い
る
。

本
稿
は
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
な
視
点
か
ら
、
輿
人
、
臣
妾
な
ど
に
つ
い
て
、
歴
史
の
流
れ
と
い
っ
た
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
若
干
の
考
察
を
行
お
う

ハ
　

　

と

す

る
も

の

で
あ

る

が

、

そ

こ

に
あ

っ
て
も

右

の

よ

う

な
問

題

が

存

在

す

る
。



一

周
礼
の
土
地
制
度

、
農
民
の
住
居

周
礼
は
王

(天
子
)
の

一
元
的
支
配
が
貫
徹
し
て
い
る
、
と
い
う
前
提
を
も

っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
個
々
の
事
象
に

つ
い
て
見
た
際
、
氏
族
制

時
代
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
氏
族
制
崩
壊
後
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
も
の
も
あ
る
。
ま
た
上
の
観
点
か
ら
理
想
像
を
述
べ
た
に
過
ぎ
な

い
も
の
も
あ
る
。
次
節
で
輿
人
な
ど
に
関
す
る
考
察
を
行
う
が
、
本
節
は
そ
の
前
提
と
し
て
周
礼
に
見
え
る
王
の
土
地
制
度
、
国
城
内
に
お
け
る
農

民
の
住
居
な
ど
を
と
り
あ
げ
る
。
そ
れ
は
つ
づ
ま
る
と
こ
ろ
、
周
礼
に
お
い
て
は
国
城
外
の
み
な
ら
ず
国
城
内
に
も
ま
た
農
民
が
住
ん
で
と
も
に
揺

役

(軍
役
を
含
む
)
を
負
担
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
の
を
示
す
に
あ
る
。
こ
の
形
態
は
、
事
実
に
即
し
て
い
え
ば
城
の
規
模
が
大
き
く
な
っ
た
時

期
の
も
の
で
あ
り
、
管
子
に
お
い
て
斉
の
桓
公
の
改
革
時
の
様
態
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
合
致
す
る
。

な
お
、
周
礼
の
記
述
に
は
や
や
特
異
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
全
体
に
つ
い
て
の
記
述
を
省
略
し
、

一
部
を
あ
げ
て
他
を
察

せ
し
め
る
形
や
互
文
的
用

法
を
も

つ
と
こ
ろ
な
ど
に
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
述
方
法
の

一
端
は
す
で
に
後
漢

の
鄭
玄

の
注
に
お
い
て
釈
か
れ

て
い
る
。
そ
の
検
討
は
清

朝
の
考
証
学
者
に
よ

っ
て
精
緻
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
孫
論
譲
の
周
礼
正
義

(以
下
、
本
節
で
単
に
正
義
と
い
う
の
は
、
周
礼
正
義
の
こ
と
で

あ
る
。
)
の
説
に
見
え
る
も
の
は
そ
れ
を
代
表
す
る
。

周
礼

に
見
え
る
王
の
土
地
制
度
は
、
諸
説
に
く
い
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
正
義
の
説
く
と
こ
ろ
が
最
も
精
し
く
か
つ
通
常
正
確
で
あ
る
の
で
、

主
と
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
述
べ
る
。
そ
れ
は
ほ
ぼ
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
国
、
そ
の
外
に
四
郊
が
あ
る
。
四
郊
の
外
は
つ
ぎ
つ
ぎ
に
旬
、
稻
、
県
、

匿
と
な
る
。
そ
の
外
に
畿
外
の
諸
侯
の
釆
地
が
あ
る
。
こ
れ
は
邦
国
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
う
ち
旬
は
公
邑
の
地
、
梢
は
王
の
大
夫
の
釆
地
、
県
は
王

の
卿
の
釆
地
、
豊

(
＝都
)
は
王
の
公
の
釆
地
と
王
の
同
母
弟
及
び
王
の
庶
子
の
食
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
稻
、
県
、
豊
の
釆
地
を
都
鄙
と

い
う
。
た
だ
し
、
正
確
に
は
、
稻
、
県
、
畳
に
も
公
邑
が
あ

っ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
邦
国
は
公
侯
伯
子
男
の
食
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
周
礼
郷
大
夫
に
、

郷
大
夫
之
職
、
各
掌
其
郷
之
政
教
禁
令
。

正
月
之
吉
、
受
教
法
干
司
徒
、
退
而
頒
之
干
其
郷
吏
、
使
各
以
教
其
所
治
、
以
孜
其
徳
行
、
察
其
道
芸
。

以
歳
時
登
其
夫
家
之
衆
寡
、
弁
其
可
任
者
。
国
中
自
七
尺
以
及
六
十
、
野
自
六
尺
以
及
六
十
有
五
、
皆
征
之
。
其
舎
者
、
国
中
貴
者
賢
者
能
者

服
公
事
者
老
者
疾
者
。
皆
舎
、
以
歳
時
入
其
書
。



と
あ
り
、
周
礼
遂
大
夫
に
、

遂
大
夫
各
掌
其
遂
之
政
令
。
以
歳
時
稽
其
夫
家
之
衆
寡
六
畜
田
野
、
弁
其
可
任
者
与
其
施
舎
者
、
以
教
稼
槽
、
以
稽
功
事
、
掌
其
政
令
戒
禁
、

聴
其
治
訟
。

令
為
邑
者
、
歳
終
則
会
政
致
事
。

と
あ
り
、
周
礼
遂
人
に
、
遂
大
夫
の
も
と
に
あ
る
遂
人
に
つ
い
て
、

遂
人
掌
邦
之
野
。
以
歳
時
、
登
其
夫
家
之
衆
寡
及
其
六
畜
車
輩
、
弁
其
老
幼
廃
疾
与
其
施
舎
者
、
以
頒
職
作
事
、
以
令
師
田
、
以
起
政
役
。

と
あ
る
。
郷
大
夫
と
遂
大
夫
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
六
郷
と
六
遂
と
を
治
め
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
郷
大
夫
に
見
え
る
野
に

つ
い
て
は
、
正
義
に
、

此
野
対
城
郭
中
言
之
。
則
郭
門
以
外
、
近
郊
遠
郊
之
通
称
。
孟
子
縢
文
公
篇
云
、
請
野
九

一
而
助
、
国
中
什

一
使
自
賦
。
亦
以
野
対
国
言
之
。

与
此
正
同
。

と
あ
る
。
郷
大
夫
の
職
分
の
と
こ
ろ
に
遂
大
夫
の
職
分
に
関
す
る
こ
と
が
入
る
と
い
う
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
ま
た
、
恐

ら
く
各
種
の
原
史
料
を
ふ

ま
え
て
で
き
上

っ
た
と
い
う
事
情
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
周
礼
に
お
い
て
は
使
用
さ
れ
る
文
字
の
意
味
は
必
ず
し
も
統

一
が
な
い
。
(都
の
文
字
は
そ

の

一
例
を

な
す
。
)
そ
れ
だ
け
に
右
の
正
義
の
見
解
は
と
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
何
れ
に
し
て
も
国
の
城
郭
内

つ
ま
り
国
城
内
に
征

(右
の

場
合
は
役

の
意
味
。
征
に
は
税
の
意
味
も
あ
る
。
)
の
対
象
と
な
る
農
民
が
い
た
、
と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

ま
た
、
遂
大
夫
の
正
義
に
、

(鄭

)
注
云
、
不
言
其
遂
之
吏
、
而
言
為
邑
者
、
容
公
邑
及
卿
大
夫
王
子
弟
采
邑
。
政
令
戒
禁
、
遂
大
夫
亦
施
焉
者
、
拠
郷
大
夫
云
、
歳
終
則

令
六
郷
之
吏
、
皆
会
政
致
事
。
此
官
与
彼
職
事
同
而
文
異
。
故
鄭
意
此
邑
兼
含
都
鄙
四
井
之
邑

(都
鄙
の
邑
に
同
じ

)
而
言
。

　タ
ヱ

公
邑
謂
六
遂
以
外
旬
稻
県
昼
四
等
公
邑
。
…
采
邑

亦

即
載
師
之
家
邑

(大
夫
の
采
地
)
小
都

(卿
の
采
地
)
大
都

(
公
の
采
地
と
王
の
子
弟

の
食
む
と
こ
ろ
)
之
吏
是
也
。
…
…

今
遂
大
夫
不
言
遂
之
吏
、
変
云
為
邑
、
則
遂
中
可
以
兼
公
邑
采
邑
二
者
。

と
あ
り
、
遂
人
の
正
義
に
、

謂
旬
距
王
城
二
百
里
。
於
中
制
六
遂
。
自
遂
至
都

(匿
の
こ
と
)、
通
称
野
也
。
㈲

と
あ
る
。
(王
城

つ
ま
り
国
城
を
去
る
こ
と
百
里
ま
で
が
郊

で
あ
る
。
)
右
は
遂
大
夫
は
野
の

(旬
の
)
六
遂
と
野
の

(旬
、
梢
、
県
、
塁
に
あ
る
)



公
邑
、
(稻
、
県
、
豊
の
)
都
鄙
を
も
兼
ね
治
め
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
(遂
人
は
遂
大
夫
の
も
と
に
あ
る
)
こ
う
し
た
理
解
は
正
鵠
を
射
て
い

る
。な

お
、
周
礼
県
師

に
、

県
師
掌
邦
国
都
鄙
稻
旬
郊
里
之
地
域
、
而
弁
其
夫
家
人
民
田
菜
之
数
及
其
六
畜
車
賛
之
稽
。
…
若
将
有
軍
旅

.
合
同

.
田
役
之
戒
、
則
受
法
干

司
馬
、
以
作
其
衆
庶
及
馬
牛
車
賛
、
会
其
車
人
之
卒
伍
、
使
皆
備
旗
鼓
兵
器
、
以
帥
而
至
。
…
以
歳
時
、
徴
野
之
賦
貢
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
正
義
に
、

掌
邦
国
都
鄙
稽
旬
郊
里
之
地
域
者
、
此
官
為
掌
公
邑
吏
長
。
四
等
公
邑
之
地
域
、
互
旬
稻
県
豊
。
外
与
邦
国
都
鄙
、
内
与
郊
里
旬
遂
相
連
比
者
。

其
豊
界
互
相
出
入
。
故
此
官
連
掌
其
地
域
。
県
都

(
こ
の
都
は
さ
き
に
豊
と
し
た
も
の
に
同
じ
)
亦
有
公
邑
。
経
唯
言
稻
旬
、
文
不
具
也
。

と
あ
り
、

江
永
云
、
六
遂
以
外
、
通
名
野
。
此
謂
徴
公
邑
之
民
賦
也
。
公
邑
之
民
賦
、
邑
大
夫
徴
之
、
県
師
以
入
大
府
。
其
疏
材
等
物
、
委
人
敏
之
。
若

謂
県
師
親
徴
民
賦
、
則
公
邑
民
賦
繁
多
。
宣
上
士
二
人
中
士
四
人
、
所
能
徴
哉
。
…
…
此
野
之
賦
貢
、
即
遂
師
之
野
職
野
賦
、
所
掌
地
異
、
而

法
略
同
。
此
官
主
公
邑
、
不
主
三
等
采
地
之
賦
貢
。
采
地
賦
貢
、
亦
非
遂
師
旅
師
所
敏
。
(互
詳
旅
師
疏
。
)
㈹

と
あ
る
が
、
県
師
が
旬
、
稻
、
都
、
鄙
に
あ
る
公
邑
を
治
め
る
、
と
す
る
右

の
理
解
は
従
う
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
郊
里
と
は
、
四
郊
に
あ
っ
て
六

郷
に
属
し
な
い
も
の
を
い
う

(後
述
)。
(㈲
の
野
は
六
遂
の
民
の
住
居
地
を
含
む
が
、
個
の
江
永

の
説

で
は
野
は
そ
う
し
た
六
遂
を
除
く
旬
、
稻
以

遠
を
意
味
す
る
。
両
者
は
異
な

っ
て
い
る
が
、
そ
の
点
は
こ
の
際
問
題
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
本
節
で
は
囚
を
と
る
。
)

つ
ぎ

に
国
城
内
に
も
農
民
が
い
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
周
礼
載
師
に
、

以
塵
里
任
国
中
之
地
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
鄭
註
に
、

鄭
司
農
云
、

塵
、
市
中
空
地
。
未
有
騨
、
城
中
空
地
、
未
有
宅
者
。
…
玄
謂
、
塵
里
、
若
今
云
邑
里
居
。
塵
、
民
居
之
区
域
也
。
里
、

居
也
。

と
あ
る
。
ま
た
、
載
師
に
、

凡
任
地
国
宅
無
征
。



と
あ
る
。

こ
の
鄭
註
に
、

征
、
税
也
。
…
鄭
司
農
云
、
…
国
宅
、
城
中
宅
也
。
無
征
、
無
税
也
。
…
玄
謂
、
国
宅
凡
官
所
有
官
室
、
吏
所
治
者
也

。

と
あ
る
。

こ
の
載
師
の
正
義
に
、

云
国
宅
、
城
中
宅
也
者
、
士
師
注
云
、
国
、
城
中
也
。
故
此
国
宅
、
先
鄭
以
為
城
中
宅
。
即
郷
大
夫
及
四
民
居
宅
之
通
称
。
貿
疏
云
、
先
鄭
意

塵
既
為
空
地
、
非
民
宅
。
則
此
国
宅
城
中
宅
、
謂
民
宅
也
。
後
鄭
不
従
者
、
後
鄭
意
以
塵
里
既
為
民
宅
。
則
此
国
宅
非
民
宅
。
是
以
為
官
府
治

事
処
解
之
。
論
譲
案
、
先
鄭
説
錐
可
通
、
而
所
含
大
広
、
民
宅
不
得
尽
無
征
也
。

と
あ
る
。

こ
れ
を
見
る
と
、
先
鄭

(鄭
司
農
)、
後
鄭

(鄭
玄
)、
孫
論
譲
と
も
に
、
指
す
と
こ
ろ
に
違

い
が
あ
る
に
し
て
も
国
城
内
に
民
宅
が
あ

っ

た
の
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
載
師
に
、

以
塵
里
、
任
国
中
之
地
。
…
以
公
邑
之
田
、
任
旬
地
、
以
家
邑
之
田
、
任
稻
地
、
以
小
都
之
田
、
任
県
地
、
大
都
之
田
、
任
豊
地
。

と
あ
る
が
、
そ
の
正
義
に
、

鄭
大
夫

(先
鄭
の
こ
と
)
注
云
、
国
中
、
城
郭
中
也
。
都
城
亦
謂
城
郭
中
。
後
鄭
意
、
此
塵
里
、
与
遂
人
夫

一
塵
、
地
異
而
義
同
。
凡
卿
大
夫

及
四
民
所
居
宅
、
大
総
言
之
、
通
謂
之
塵
里
。
此
塵
里
在
国
城
中
、
錐
当
以
百
官
及
士
工
商
等
居
宅
為
多
、
然
近
郊
負
郭
之
農
、
亦
容
有
居
城

郭
中
者
。
管
子
大
匡
所
謂
耕
者
近
者
、
亦
与
仕
者
及
工
買
同
居
城
郭
中
。
即
其
証
也
。
遂
人
之
塵
、
在
野
与
田
同
授
。
則
当
為
農
人
所
居
宅
。

然
各
在
其
城
邑
中
、
則

一
也
。
其
郷
遂
以
外
、
凡
都
邑
所
在
、
皆
有
官
吏
及
四
民
之
宅
。
亦
同
謂
之
塵
里
。

経
惟
云
以
塵
里
任
国
中
之
地
者
、
主
其
多
者
言
之
。
猶
之
公
邑
有
四
等
、
惟
旬
最
多
、
経
遂
繋
公
邑
於
旬
地
　
。

又
案

、
国
中
塵
里
、
蓋
亦
計
戸
而
授
之
。
其
数
無
文
。
以
遂
人
注
六
遂
之
塵
約
之
、
或
亦
当
如
孟
子
五
畝
宅
之
制
与
。

と
あ
る
。
こ
の

「案
」
は

「論
譲
案
」
の
意
味
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
周
礼
小
司
徒
に
、

小
司
徒
之
職
、
掌
建
邦
之
教
法
、
以
稽
国
中
及
四
郊
都
鄙
之
夫
家
九
比
之
数
、
以
弁
其
貴
賎
老
幼
廃
疾
。
凡
征
役
之
施
舎
与
其
祭
祀
飲
食
喪
紀

之
禁
令
。

乃
頒
比
法
於
六
郷
大
夫
、
使
各
登
其
郷
之
衆
寡
六
畜
車
賛
、
弁
其
物
、
以
歳
時
入
其
数
、
以
施
政
教
、
行
徴
令
。

と
あ
る
。

こ
の
国
土
の
支
配
に
関
し
て
、
正
義
に
、



案
、
四
郊
者
、
謂
遠
郊
百
里
以
内
、
関
六
郷
也
。
…
不
言
六
遂
及
公
邑
者
、
以
内
挙
国
中
四
郊
、
外
挙
都
鄙
采
地
、
則
六
遂
公
邑
、
已
包
於
其

中
。
故
文
不
具
也
。

と
あ
る
。
ま
た
、

凡
経
言
国
中
、
並
謂
王
城
之
中
。
六
郷
之
民
、
分
属
四
郊
、
不
居
国
中
。
而
四
郊
別
有
郊
里
。
亦
不
尽
為
郷
州
。
買
疏
謂
国
中
有
四
郊
、
皆
是

六
郷
之
民
所
居
。
非
也
。

と
あ
る
。

右
に
見
た
と
こ
ろ
か
ら
孫
論
譲
が
国
城
内
に
も
農
民
が
い
た
が
、
そ
れ
は
六
郷
の
外
の
農
民
で
あ
る
、
と
し
て
い
た
の
が
わ
か
る
が
、
こ
の
理
解

も
亦
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

小
司
徒
に
は
、
ま
た
、

及
三
年
大
比
。
大
比
則
受
邦
国
之
比
要
。

及
会
万
民
之
卒
伍
而
用
之
。
五
人
為
伍
、
五
伍
為
両
、
四
両
為
卒
、
五
卒
為
旅
、
五
旅
為
師
、
五
師
為
軍
。
以
起
軍
旅
、
以
作
田
役
、
以
比
追

冒肯
、
以
令
貢

賦
。

凡
起
徒
役
、
母
過
家

一
人
。
以
其
余
為
羨
。
唯
田
与
追
晋
蜴
作
。

と
あ
る
が
、
か
く
て
、
小
司
徒
が

(郷
大
夫
、
遂
大
夫
な
ど
の
支
配
を
通
じ
て
、
)
国
中
、
六
郷
、
郊
里
、
六
遂
、
公
邑

(
、
都
鄙
邦
国
)
の

「壮

丁
」
を
軍
隊
、
田
狸
、
盗
賊
追
捕
そ
の
他
の
役
の
た
め
に
動
か
し
え
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
周
礼
の
記
事
の
解
釈
と
し
て
ほ
ぼ
正
確
と

い
え
よ
う
。

王
が
全
版
図
に
つ
い
て
右
の
よ
う
な
徴
発
を
す
る
こ
と
、
及
び
農
民
が
国
城
内
に
も
住
む
と
い
う
こ
と
は
、
氏
族
制
崩
壊
後
諸
侯
が
全
版
図
の

「壮
丁
」
を
軍
事
、
雑
用
の
た
め
に
直
接
的
に
徴
発
す
る
に
至

っ
た
こ
と
及
び
農
民
も
亦
国
城
内
に
住
む
よ
う
に
な

っ
た

こ
と
を
投
影
し
て
い
る
と

の
ハよ

す

べ

き

で

あ

る

。

二

輿
人
、
輿
師

か
つ
て
氏
族
制
時
代
、
諸
侯
や
そ
の
も
と
に
あ
る
支
配
者
層

(卿
大
夫
)
は
戦
時
に
は
そ
の
族
人
を
率
い
、
補
助
と
し

て
臣
妾

(な
ど
)
を
ひ
き



つ
れ
て
い
た
が
、
氏
族
制
が
次
第
に
崩
れ
る
と
、
諸
侯
は
全
版
図
か
ら
軍
費
を
徴
収
す
る
よ
う
に
な
り
、
つ
い
で
全
版
図
の
壮
丁
男
子
全
体
を
軍
役

な
ど
の
対
象
と
す
る
よ
う
に
な

っ
て
く
る
。
周
礼
の
示
す
の
は
こ
の
最
後
の
形
で
あ
る
。

本
節
は
右
の
変
化
の

一
端
を
輿
人
、
輿
師
、
輿
臣
な
ど
と
い
う
表
現
に
即
し
て
考
え
る
。

ま
ず
輿
人
が

「雑
役
」
、
輜
重

な
ど
に
任
じ
た
こ
と
に

つ
い
て
で
あ
る
が
、
左
氏
伝
僖
公
二
十
八
年
(西
紀
前
六
三
二
年
。
以
下
、
西
紀
前
を
前
と

い
う
)
の
伝
に
、
晋
が
曹
を
攻
め
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

晋
侯

園
曹
、
(陛
)焉
。
多
死
。
曹
人
　
諸
城
上
。
晋
侯
患
之
。
聴
輿
人
之
論
、
稻
舎
於
墓
。
師
遷
焉
。
曹
人
兇
兇
催
。
為
其
所
得
者
、
棺
而
出

之
。

と
あ
る
。
会
箋

に
、
「輿
人
、
役
卒
也
。
不
与
戦
争
。」
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
役
に
徴
発
さ
れ
た
輿
人
が
葬
儀
に
関
す
る

「雑
役
」
に
従
事
し
て
い
た

の
を
察
せ
し
め
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
周
礼
遂
人
に
、

大
喪
、
帥
六
遂
之
役
而
致
之
。

と
あ
る
。

こ
れ
は
遂
人
が
大
喪
の
と
き
六
遂
の
人
々
を
司
徒
の
も
の
に
や
り
墓
上
の
こ
と
や
あ
な
ほ
り
に
従
わ
せ
た

(鄭
註

)
の
を
い
っ
て
い
る
。

ま
た
、
左
氏
伝
昭
公
四
年

(前
五
三
八
年
)
の
伝
に
、

(申
豊
対
日
、
…
)
其
藏
氷
也
、
深
山
窮
谷
、
固
陰
渣
寒
。
於
是
乎
取
之
。
其
出
之
也
、
朝
之
禄
位
、
賓
食
喪
祭
、
於

是
乎
用
之
。
・.・其
出
入

也
時
。
食
肉
之
禄
、
氷
皆
与
焉
。
大
夫
命
婦
喪
浴
用
氷
。
祭
寒
而
藏
之
、
献
燕
而
啓
之
。
公
始
用
之
、
火
出
畢
賦
。
自
命
夫
命
婦
、
至
於
老
疾
、

無
不
受
氷
。
山
人
取
之
、
県
人
伝
之
、
輿
人
納
之
、
隷
人
藏
之
。

と
あ
る
。

こ
こ
で
は
輿
人
が
、
山
人
が
と
り
県
人
が

(
つ
ぎ

つ
ぎ
に
)
伝
え
て
き
た
氷
を
受
け
と
る
役
目
を
も
つ
も
の
と
し
て
出
て
い
る
。
こ
の
輿

人
は
氷
を
国
城
中
に
入
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
も

「雑
役
」

の

一
つ
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

ま
た
、
左
氏
伝
僖
公
二
十
八
年

(前
六
三
二
年
)
の
伝
に
、
晋
と
楚
と
が
戦

っ
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、
晋
軍
が
偽

っ
て
退
却
の
ま
ね
を
し
た
こ

と
を
、孤

毛
設
二
施
而
退
之
。
樂
枝
使
輿
曳
柴
而
偽
遁
。

と
記
し
て

い
る
。
孤
毛
は
上
軍
の
将
軍
、
樂
枝
は
下
軍
の
将
軍
で
あ
る
。
樂
枝
は
柴
を
曳
い
て
塵
を
起
し
、
詐

っ
て
逃
げ

る
ま
ね
を
し
た
の
で
あ
る
。

会
箋
は
こ
の
輿
に
つ
い
て
、



輿
、
厩
役
也
。
其
長
日
輿
尉
。
掌
輜
重

及
薪
水
之
事
。

と
し
て
い
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
そ
の
輿
は

「雑
役
」
的
な
軍
兵
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
准
南
子
捲
五
兵
略
訓
に
、

収
蔵
於
後
、
遷
舎
不
離
、
無
淫
輿
無
遺
輻
、
此
輿
之
官
也
。

と
あ
る
。
こ
の
輿
の
官
は
輜
重

を
率
い
る
官
で
あ
る
。
あ
る
い
は
右
の
輿
尉
は
こ
れ
と
相
通
ず

る
官
で
あ
ろ
う
か
。
ま

た
、
左
氏
伝
裏
公
十
八
年

(
五
五
五
年
)
の
伝
に
、
晋
と
斉
と
が
戦

っ
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

晋
人
使
司
馬
斥
山
沢
之
険
、
錐
所
不
至
、
必
旅
而
疏
陳
之
、
使
乗
車
者
左
実
右
偽
、
以
飾
先
。
輿
曳
柴
而
従
之
。

と
あ
る
。
こ
の
輿
も
亦

「雑
役
」
的
な
軍
兵
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
て
、
左
氏
伝
裏
公
三
十
年

(前
五
四
三
年
)
の
伝
に
、
鄭
の
子
産
の
改
革
に
つ
い
て
、

子
産
使
都
鄙
有
章
、
上
下
有
服
、
田
有
封
油
、
盧
井
有
伍
。
(下
略
)

と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

從
政

一
年
、
輿
人
諦
之
。
日
、
取
我
衣
冠
而
楮
之
、
取
我
田
疇
而
伍
之
。
敦
殺
子
産
。
吾
其
与
之
。
及
三
年
、
又
諦
之
。
日
、
我
有
子
弟
。
子

産
誇
之
。
我
有
田
疇
。
子
産
殖
之
。
子
産
而
死
、
誰
其
嗣
之
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
都
鄙
の
改
革
が
見
え
る
が
、
杜
注
は
そ
れ
を

「国
都
及
辺
鄙
」
と
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
引
く
よ
う
に
、
や
が
て
子
産
は
丘
賦
を
つ

く
り
国
人
に
そ
し
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
丘
賦
は
右
の
改
革
を
地
域
的
に
補
完
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
右
の
改
革
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
い
え

る
。
そ
れ
だ
け
に
、
右
の
改
革
は
地
域
的
に
い
う
と
、
杜
注
の
い
う
よ
う
に
国
都
と
辺
鄙
、

つ
ま
り

(鄭
国
の
強
族
の
田
土
を
も
含
む
)
全
国
の
国

の

ハ
　

ソ

土

を
対

象

と

し

た

も

の

で

、
地

方

だ

け
を

対

象

と

し

た

も

の

で
は

な

か

っ
た
と

さ

れ
よ

う

。

ま

た
、

そ

の
よ

う

に
理

解

す

る
と

、

身

分

関

係

に

つ
い

て
、

「
上

下

有

服
」

(
杜

注

「
公

卿

大

夫

、

服

不

相

喩

。
」
)

と

あ

る

の

や
、

(
下
略

)

の
部

分

に
あ

た

る
と

こ

ろ

に
続

い
て

「大

人

(
杜

注

「
謂

卿

大

夫
」
)
之

忠

倹

者

、

従

而

与

之

、

泰

修

者

、

因

而

姥

之

。
」

と

あ

る

の

と

よ

く
相

応

ず

る

こ
と

に
な

ろ

う

。

こ

の

よ

う

に

見

て

く

る

と

、

輿

人

は

本

来

全

国
土

の
農

民

で
あ

る

と

い
う

こ
と

に

な

る

。

な

お

、
左

氏

伝

僖

公

二
十

八
年

(
前

六

三

二
年

)

の
伝

に
、

城

漢

の
戦

の
と

き

の

こ
と

と

し

て
、

楚

師

背

都

而

舎

。
晋

侯

患

之

。
聴

輿

人

之

諦

。

日

、
原

田
毎

毎

。
舎

其

田

、
而

新

是

謀

。

公

疑

焉

。

子

犯

日
、

戦

也

。

(
下
略

)

と

あ

る

。
杜

注

に

、

高

平

日
原

。
喩

晋

軍

美

盛

、
若

原

田
之

草

、
毎

毎

然

、

可
以

謀

立

新

功

、
不

足

念

旧

恵

也

。



と
あ
る
が
、
会
箋
は

「之
を
失
せ
り
。」
と
し
、

周
四
月
夏
仲
春
、
東
作
之
時
也
。
故
歌
日
、
原
田
生
草
、
時
正
不
可
失
。
宜
揆
旧
根
而
新
播
種
也
。

と
し
て
い
る
。
諦
の
本
旨
は
杜
注
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
は
会
箋
に
い
う
よ
う
な
こ
と
も
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
要
す

る
に
右
の
諦
は
輿
人
が
本
来
農
民
で
あ
る
こ
と
を
裏
か
ら
示
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
左
氏
伝
裏
公
三
十
年

(前
五

四
三
年
)
の
伝
に
、

晋
悼
夫
人
、
食
輿
人
之
城
杞
者
。
緯
県
人
或
年
長
　
。
無
子
而
往
、
与
於
食
。
有
与
疑
年
。
使
之
年
。
日
、
・:
趙
孟
問
其
県
大
夫
、
則
其
属
也
。

　
モ
チ
フ
　

召
之
而
謝
過
焉
。
日
、
武
不
才
。
任
君
之
大
事
、
以
晋
国
之
多
虞
、
不
能

由

吾
子
。
使
吾
子
辱
在
泥
塗
、
久
　
。
武
之
罪
也
。
敢
謝
不
才
。

遂
任
之
、
使
助
為
政
。
辞
以
老
。
与
之
田
、
使
為
君
復
陶

(
衣
服
を
主
る
も
の
)、
以
為
緯
県
師
、
而
廃
其
輿
尉
。

と
あ
る
。

こ
れ
は
直
接
的
に
は
晋
の
臣
趙
孟

(
　趙
武
)
の
属
大
夫
の
も
と
に
あ
る
も
の
、
つ
ま
り
そ
の
属
邑
か
ら
徴
発
さ
れ
て
輿
人
と
な
っ
た
も

の
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
輿
人
が
大
夫
な
ど
の
属
邑
か
ら
も
徴
発
さ
れ
て
国
の
た
め
に
働
く
よ
う
に
な
っ
た
の
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ

で
、
左
氏
伝
昭
公
四
年

(前
五
三
八
年
)
の
伝
に
は
、

鄭
子
産
作
丘
賦
。
国
人
誘
之
。
日
、
其
父
死
於
路
。
己
為
藍
尾
、
以
令
於
国
。
国
將
若
之
。
子
寛
以
告
子
産
。
子
産
日
、
何
害
。
萄
利
社
稜
、

死
生
以
之
。
且
吾
聞
、
為
善
者
不
改
其
度
。
故
能
有
済
也
。
民
不
可
逞
。
度
不
可
改
。
詩
日
、
礼
義
不
慾
、
何
佃
於
人

言
。
吾
不
遷
　
。
渾
筆

日
、
国
氏
其
先
亡
乎
。
君
子
作
法
於
涼
、
其
徹
猶
貧
。
作
法
於
貧
、
徹
將
若
之
何
。

と
あ
る
。
渾
牢
は
子
寛
の
こ
と
で
あ
り
、
国
氏
は
子
産
の
家
で
あ
る
。
そ
の
丘
賦
に
つ
い
て
、
杜
注
に
、

丘
、
十
六
井
。
当
出
馬

一
匹
牛
三
頭
。
今
子
産
別
賦
其
田
、
如
魯
之
田
賦
。
田
賦
在
哀
十

一
年
。

と
あ
る
。

そ
の
丘

へ
の
軍
賦
が
右
の
通
り
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
魯
の
田
賦
の
よ
う
に
新
た
に
田
の
広
さ

(
こ
の
際
は
丘
)
を

単
位
と
し
て
軍
賦
を
出
さ
せ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
会
箋
に
、

賦
、
謂
兵
賦
也
。
周
礼
九
夫
為
井
、
四
井
為
邑
、
四
邑
為
丘
、
四
丘
為
旬
。
作
丘
賦
者
、
蓋
不
用
以
旬
計
之
法
、
而
以
丘
計
也
。
時
四
方
多
事
、

国
用

又
多
端
。
故
偏
賦
丘
邑
、
交
番
徴
発
之
。
無
事
則
征
之
。
亦
勢
不
得
已
而
行
之
也
。
意
、
子
産
為
是
、
抑
又
有
故
。
古
以
家
出
賦
、
有
上

中
下
三
等
之
別
。
設
丘
邑
之
内
、
上
家
多
則
所
出
偏
優
。
下
家
多
制
所
出
偏
困
。
惟
以
旬
計
之
、
合
五
百
二
十
家
計
之
。
則
国
内
所
出
亦
略
均

　
。
鄭
国
強
族
既
多
、
各
護
其
邑
。
容
有
上
家
反
出
少
、
下
家
反
出
多
者
。
其
不
均
則
益
甚
　
。
惟
限
以
丘
計
、
則
検
察
易
精
、
而
下
家
不
至

重
困
。
故
子
産
以
為
利
社
稜
。
若
徒
増
賦
而
已
、
是
害
民
病
国
。
何
謂
利
社
稜
乎
。



と
あ
る
。
か

つ
て
家
対
象

に
軍
賦
を
出
さ
せ
て
い
た
と
い
う
点
は
、
周
礼
の
記
述
に
引
き
づ
ら
れ
た
理
解

で
あ

っ
て
首
肯

で
き
な
い
が
、
新
税
と
し

て
の
軍
賦
が
国
の
強
族
に
不
利
を
も
た
ら
す
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
そ
の
新
税
法
を
強
族
を
中
心
と
す
る
国
人
が
そ
し

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
輿
人
は
、
　

「雑
役
」
に
徴
発
さ
れ
、
軍
事
に
際
し
て
は
輜
重

な
ど
の
こ
と
に
任
じ
て
い
る
。
口
国
と
地
方

(郷
大

夫
の
邑
を
含
む
)
の
両
者
か
ら
徴
発
さ
れ
る
。
日
本
来
農
民
で
近
親
者
が
郷
里
に
い
て
農
業
に
従
事
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

こ
こ
で
輿
帥
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
左
氏
伝
宣
公
十
二
年

(前
五
九
七
年
)
の
伝
に
、

夏
六
月
、
晋
師
救
鄭
。
葡
林
父
將
中
軍
。
先
穀
佐
之
。
士
会
將
上
軍
。
郁
克
佐
之
。
趙
朔
將
下
軍
。
樂
書
佐
之
。
趙

括

・
趙
嬰
斉
為
中
軍
大
夫
。

輩
朔

・
韓
穿
為
上
軍
大
夫
。
筍
首

・
趙
同
為
下
軍
大
夫
。
韓
厭
爲
司
馬
。

と
あ
る
。
こ
の
戦
い
で
は
、
饒
子

(先
穀
の
こ
と
)
が
そ
の
部
下
を
ひ
き
い
て
渡
河
し
た
が
、
そ
の
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

韓
献
子

(韓
恢
の
こ
と
)
謂
桓
子

(葡
林
父
の
こ
と
)
日
、
禽
子
以
偏
師
陥
。
子
罪
大
　
。
子
為
元
師
。
師
不
用
命
、
誰
之
罪
也
。
失
属
亡
師
、

為
罪
己
重
。
不
如
進
也
。
事
之
不
捷
、
悪
有
所
分
。
与
其
専
罪
、
六
人
同
之
。
不
猶
愈
乎
。
師
遂
済
。

と
あ
る
。
こ
の
六
人
は
中
軍
、
上
軍
、
下
軍
の
将
と
そ
の
大
夫
と
の
合
計
で
あ
る
。
こ
の
際
中
軍
の
将
が
総
指
揮
官
的
地
位
に
あ

っ
た
の
が
わ
か
る

が
、
司
馬
は
せ
い
ぜ
い
軍
目
付
か
監
軍
的
地
位
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
左
氏
伝
成
公
二
年

(前
五
八
九
年
)
の
伝
に
、

郁
克
將
中
軍
。
士
隻
佐
上
軍
。
樂
書
佐
下
軍
。
韓
厭
為
司
馬
。
以
救
魯
衛
。

と
あ
る
。
(上
軍
の
将

で
あ
る
萄
庚
は
出
征
し
て
い
な
い
。
)
こ
の
戦
い
の
い
っ
た
ん
の
結
末
と
し
て
、

秋
七
月
、
晋
師
及
斉
王
佐
、
盟
子
愛
婁
。
使
斉
人
帰
我
波
陽
之
田
。
公
会
晋
師
干
上
鄭
。
賜
三
帥
先
路
三
命
之
服
。
司
馬
司
空
輿
帥
候
正
亜
旅
、

皆
受

一
命
之
服
。

と
あ
る
。
こ
の
三
帥
は
郁
克
、
士
愛
、
樂
書
の
三
人
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
三
人
に
く
ら
べ
司
馬
、
司
空
、
輿
帥
、
候
正
、
亜
旅
の
地
位
が
低
い
。
ま

た
、
晋
師
が
帰

っ
て
か
ら
の
ち
の
こ
と
と
し
て
、

　
カ
ナ
　

郁
伯

(郁
克
の
こ
と
)
見
。
公
日
、
子
之
力
也

夫

。
対
日
、
君
之
訓
也
。
二
三
子
之
力
也
。
臣
何
力
之
有
焉
。
萢
叔

(士
隻
の
こ
と
)
見
。

労
之
如
郁
伯
。
対
日
、
庚

(上
軍
に
将
た
る
葡
庚
の
こ
と
。
た
だ
し
、
不
出
。
)
所
命
也
。
克
之
制
也
。
隻
何
力
之
有
焉
。
樂
伯
見

(樂
書

の



こ
と
)。
公
亦
如
之
。
対
日
、
愛
之
詔
也
。
士
用
命
也
。
書
何
力
之
有
焉
。

と
あ
る
。

こ
れ
も
亦
中
軍
に
将
た
る
も
の
が
総
指
揮
官
的
地
位

に
あ

っ
た
の
を
察
せ
し
め
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
三
人
に
く
ら
べ
司
馬
、
司

空
、
輿
帥
、
候
正
、
亜
旅

の
地
位
は
低
い
。
な
お
、
右
の
杜
注
に
、

晋
司
馬
司
空
、
皆
大
夫
。
輿
帥
主
兵
車
。
候
正
主
斥
候
。
亜
旅
亦
大
夫
也
。
皆
魯
侯
賜
之
也
。

と
あ
り
、

そ
の
会
箋
に
、

司
馬
司
空
、
軍
司
馬
軍
司
空
也
。
司
馬
主
甲
兵
、
司
空
主
営
塁
。
輿
帥
者
、
高
誘
日
、
輿
、
衆
也
。
(中
略
)
此
輿
帥
之
輿
亦
恐
非
車
也
。
候

正
、
軍
候
、主
候
望
者
。
輿
尉
候
奄
見
裏
十
九
年
。
亜
旅
、
衆
大
夫
也
。
無
専
職
。
掌
散
共
軍
事
。
文
十
五
年
可
参
。

と
あ
る
。
(あ
と
で
述
べ
る
よ
う
に
、
当
時
晋
の
出
陣
者
全
体
の
統
率
者
の

一
般
的
称
呼
と
し
て
輿
師
が
あ
る
。
こ
の
輿
師

は
右
の
輿
帥
と
は
異
な

る
も
の
で
あ
る
。
)

以
上
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
右
の
司
馬
、
司
空
、
輿
帥
、
候
正
、
亜
旅
は
、
軍
隊
の
直
接
的
指
揮
官
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
の
職

分
を
も
つ
も
の

(甲
兵
、
営
塑
そ
の
他
を
掌
る
も
の
)
と
し
て

「司
令
部
」
の
重
要
構
成
員
と
な
り
、
全
体
的
立
場
か
ら
そ
れ
を
総
括
し
て
い
る
、

と
し
て
大
過
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
輿
帥
は
輜
重

な
ど
を
掌
る
も
の
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

な
お
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
中
軍
な
ど
に
将
た
る
も
の
と
司
馬
、
輿
帥
な
ど
と
の
関
係
は
た
と
え
い
え
ば
か

っ
て
の
日
本
の
師
団
に
お

け
る
師
団
長
、
旅
団
長
と
、
師
団
司
令
部
に
お
け
る
参
謀
長
以
下
の
各
参
謀

(作
戦
、
兵
帖
、
情
報
な
ど
を
分
掌
)
と
の
関
係
に
若
干
似
た
と
こ
ろ

が
あ
る
と

い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
周
礼
司
馬
に
、

政
官
之
属
、
大
司
馬
卿

一
人
。
小
司
馬
中
大
夫
二
人
。
軍
司
馬
下
大
夫
四
人
。
輿
司
馬
上
士
八
人
。
行
司
馬
中
士
十
有

六
人
。
旅
下
士
三
十
有

二
人
。
府
六
人
。
史
十
有
六
人
。
胃
三
十
有
二
人
。
徒
三
百
二
十
人
。

凡
制
軍
、
万
有
二
千
五
百
人
為
軍
。
王
六
軍
。
大
国
三
軍
。
次
国
二
軍
。
小
国

一
軍
。
軍
將
皆
命
卿
。
(下
略
)

と
あ
る
。

こ
こ
で
は
軍
事
統
帥
上
の
官
府
と
軍
隊
編
成
上
の
軍
将
と
が
分
け
て
記
さ
れ
て
い
る
。
前
者
の
軍
司
馬
以
下
旅
ま

で
は
中
央
の
大
司
馬
の

府
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
き
の
二
系
統
は
、
こ
う
し
た
二
系
列
に
若
干
似
た
と
こ
ろ
の
あ
る
も
の
、
た
だ
し
、
出
陣
し
た
軍
将
の
も
と
に
軍
司
馬

以
下
が
附
従
し
て
い
る
も
の
と
さ
れ
よ
う
。

ち
な
み
に
、
左
氏
伝
僖
公
十
年

(前
六
五
〇
年
)
の
伝
に
、



(
前
略
)
冬
、
秦
伯
使
冷
至
報
問
。
且
召
三
子
。
郁
茜
日
、
弊
重
而
言
甘
。
誘
也
。
遂
殺
李
鄭

・
祁
挙
及
七
輿
大
夫

左
行
共
華

・
右
行
質

華

・
叔
堅

・
雛
散

・
緊
虎

・
特
宮

・
山
祁
。
皆
里
季
之
党
也
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
七
輿
大
夫
と
し
て
七
名
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
か
ら
見
て
、
晋
に
輿
大
夫
が
い
た
の
が
わ
か
る
。

こ
の
杜
注
に
、
「侯
伯
七

命
。
副
車
七
乗
也
。」
と
あ
り
、
「七
子
、
七
輿
大
夫
也
。」
と
あ
る
。
疏

に
は
、
「正
義
日
」
と
し
て
、
「周
礼
大
行
人
云
、
侯
伯
七
命
。
武
車
七
乗
。

武
即
副
也
。
毎
車

一
大
夫
主
之
。
謂
之
七
輿
大
夫
。」
と
し
て
い
る
。
周
礼
大
行
人
に
見
え
る
諸
侯
の
う
ち
の
侯
伯
の
武
車

は
侯
伯
が
朝
礼
を
行
う
と

き
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
副
車
が
七
乗
あ
る
。
右
の
左
氏
伝
の
正
義
で
は
そ
の
各
車
ご
と
に
輿
大
夫

一
名
が
乗
る
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
右

の
七
輿
大
夫
は
あ
る
い
は
儀
式
の
と
き
晋
侯
の
副
車
七
乗
に
乗

っ
た
大
夫
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
何
れ
に
し
て
も
そ
れ

は

一
種
の
身
分
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
史
料
が
不
足
し
て
い
る
の
で
そ
れ
か
ら
輿
大
夫
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
軍
将
で
あ
る
の
か
、
あ

る
い
は
そ
も
そ
も
軍
将
で

な
い
の

で
は
な
い
か
、
と

い
っ
た
こ
と
を
論
ず
る
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
。

論
を
進
め
よ
う
。
左
氏
伝
成
公
二
年

(前
五
八
九
年
)
の
伝
に
、
斉
と
晋

・
魯

・
衛
と
が
戦

っ
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

斉
侯
使
請
戦
日
、
子
以
君
師
、
辱
於
徹
邑
。
不
膜
徹
賦
、
詰
朝
請
見
。
対
日
、
晋
与
魯
衛
、
兄
弟
也
。
来
告
日
、
大
国

(斉
を
い
う
)
朝
夕
釈

憾
於
徹
邑

(魯
衛
の
自
称
)。
寡
君

(晋
の
君
)
不
忍
、
使
群
臣
請
於
大
国
、
無
令
輿
師
滝
於
君
地
。
能
進
不
能
退
。
君
無
所
辱
命
。

と
あ
る
。
右
の
杜
注
に
、
「輿
、
衆
也
。
滝
、
久
也
。」
と
あ
り
、
会
箋
に
、
「言
欲
速
戦
也
。」
と
あ
る
。
こ
の
輿
師
は
決
し
て

「雑
役
」
的
な
も
の
、

輜
重

兵

の
類

(だ
け
)
を
率
い
る
も
の
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
晋
の
正
規
兵

(蓋
し
甲
兵
を
主
と
す
る
)
を
基
幹
と
す

る
晋
の
軍
兵
全
体
の
う
ち

出
陣
し
て
い
る
も
の
全
部
の
統
率
者
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
同
時
に
当
時
の
国
家
の
正
規
兵
全
体
が
輿
と
も
い
わ
れ
た
こ
と
を
察
せ
し
め

る
。
ま
た
同
年
の
伝
に
、
晋
の
韓
原
が
斉
侯
に
、

寡
君
使
群
臣
為
魯
衛
請
日
、
無
令
輿
師
陥
入
君
地
。

と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
輿
師
は
右
と
同

一
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
輿
師
の
出
現
は
、
国
民
の

「雑
役
」
徴
発
を
ふ
ま
え
た
輿
人
の
用
法
を
あ

わ
せ
考

え
た
際
、
晋
が
そ
の
当
時
す
で
に
国
民
皆
兵
的
立
場
を
と

っ
て
い
た
可
能
性
の
あ
る
の
を
察
せ
し
め
る
。

な
お
、
左
氏
伝
昭
公
十
二
年

(前
五
三
〇
年
)
に
、

周
原
伯
絞
虐
。
其
輿
臣
使
曹
逃
。
冬
十
月
壬
申
朔
、
原
輿
人
逐
絞
、
而
立
公
子
脆
尋
。

と
あ
る
。
そ
の
杜
注
に
、
「原
伯
絞
、
周
大
夫
原
公
也
。
輿
、
衆
也
。
曹
、
群
也
。」
、
「脆
尋
、
絞
弟
。」
と
あ
り
、
会
箋

に
、
「原
群
臣
相
謀
、
使
其



曹
逃
散
。
因
以
為
絞
罪
、
而
逐
之
也
。
曹
亦
輿
臣
也
。
下
輿
人

(右
に

「原
輿
人
」
と
あ
る
も
の
)
亦
輿
臣
。」
と
あ
る
が
、
何
れ
も
妥
当
な
見
解
と

さ
れ
よ
う
。
絞
は
周
の
伯
で
あ
り
、
か

つ
そ
の
弟
が
公
子
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

一
般
的
に
い
え
ば
諸
侯
の

一
人
で
原
を
国
城
と
す
る
も
の
、
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
右
に
あ

っ
て
は
国
の
臣
下
が
輿
臣
、
輿
人
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
輿
の
用
法
は
軍
兵

の
統
率
者

に
つ
い
て
、
正
規
軍
基
幹

の
統
率
者
を
輿
師
と
い
う
の
と
、
基
底
に
お
い
て
相
通
ず
る
と
こ
ろ
を
も

つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
要
す
る
に
、
輿
の
新
用
法
と
し
て
、
何
ら
か

の
意
味
で
国
家
の
基
幹
と
な
る
ヒ
ト

(人
)
に
つ
い
て
輿
と
い
う
文
字
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
を
自
ら
物
語

っ
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。

ち
な
み
に
、
公
羊
伝
宣
公
十
二
年

(前
五
九
七
年
)
の
伝
に
、
楚
の
荘
王
が
鄭
伯
を
討

っ
て
こ
れ
に
勝
ち
、
鄭
伯
が
降
伏

し
た
が
、
そ
の
と
き
の

処
置
に
関

し
、

荘
王
親
自
手
施
、
左
右
撚
軍
退
舎
七
里
。
將
軍
子
重
諌
日
、
南
郭

(楚
の
都
)
之
与
鄭
、
相
去
数
千
里
。
諸
大
夫
死
者
数
人
。
厩
役
唇
養
死
者

数
百
人
。
今
君
勝
鄭
而
不
有
。
無
乃
失
民
臣
之
力
乎
。

と
あ
る
。

こ
の
厩
役
雇
養
は
大
夫
よ
り
外
の
戦
死
者
を
総
括
し
て
い
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
雇
養
は

(馬
丁
、
料
理
人
の
よ
う
な
)
従
者
、
厩
役

は
文
字
に
即
し
て
い
う
と
め
し

つ
か
い
の
こ
と
で
あ
る
が
、
後
者
は
具
体
的
に
は
軍
兵
の
こ
と
と
な
る
。
か
つ
て
氏
族
制
時
代
、
諸
侯
が
率
い
た
軍

隊
を
こ
の
よ
う
な

「賎
称
」

で
あ
り
、
ま
た
権
役
に
出
て
い
る
も
の
を
意
味
す
る
言
葉
で
ょ
ぶ
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
こ
れ
は
必
ず
や
全
国
の

「壮

丁
」
を
軍
役
に
徴
発
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
た
用
法
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
用
法
が
す
で
に
宣
公
の
十
二
年
に
存
在
し
た
こ
と
は
疑
問
で
あ

る
。
公
羊
伝
に
は
孟
子
な
ど
の
理
解
が
出
て
い
る

(宣
公
十
五
年
の
伝
)
の
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
後
代
の
も
の
を
前
代

の
も
の
に
投
影
す
る
こ
と

が
あ
る
。
結
論
的
に
い
え
ば
右
は
後
代
の
様
態
が
そ
こ
に
投
影
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、

一
般
的
に
い
う
と

「雑
役
」
徴
発
は
、
軍
役
徴
発
よ
り
も
古
く
か
ら
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
　
斉

の
桓
公
の
軍
兵

(
附
記
)

春
秋
時
代
か
ら
戦
国
時
代

に
か
け
て
の
諸
国
の
軍
事
改
革
は
、
巨
視
的

に
と
り
あ
げ
る
と
ほ
ぼ
同
じ
形
を
と

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
い
ま
そ
れ
を

簡
単
に
見

て
み
ょ
う
。

晋
で
は
恵
公
六
年

(前
六
四
五
年
)
に
州
兵
を

つ
く
っ
て
い
る
。
こ
の
兵
は
兵
器
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
上
大
夫
卿
や
大
夫
の
所
領
を
も
含
め
て
、

州
と
い
う
広
さ
を
単
位
と
し
て
、
そ
れ
に
兵
器

(
や
軍
需
品
)
を
出
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
と
い
う
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
は
い
ま
だ

一
般
庶



民

(と
し
て
の
農
民
)
を
軍
兵
と
し
て
徴
発
し
、
そ
れ
を
国
の
軍
隊
の
基
幹
と
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
生
じ
て
い
な
い
。

の
ち
に
引
く
魯
の
宣
公
十

二
年

(前
五
九
七
年
)
の
伝
を
見
て
も
、
当
時
晋
の
国
の
軍
隊
の
基
幹
が

一
般
庶
民

(と
し
て
の
農
民
)
で
も
あ

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か

し
、
す

で
に
見
た
よ
う
に
、
魯

の
成
公
二
年
11
晋
の
景
公
十
年

(前
五
八
九
年
)
に
は
そ
れ
が
国
軍
の
基
幹
と
な

っ
て
い
た
の
が
察
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

ま
た
、
楚
の
場
合
、
左
氏
伝
宣
公
十
二
年

(前
五
九
七
年
)
の
伝
に
、
晋
の
晴
武
子

(子
会
)
が
楚
に
つ
い
て
、

　ソ
シ
ル
　

昔
歳
入
陳
、
今
蝕
入
鄭
。
民
不
罷
労
。
君
無
怨

議

。
政
有
経
　
。
荊
　

(楚
の
陳
法
)
而
挙
。
商
農
工
買
、
不
敗
其
業
。
而
卒
乗
輯
睦
。

　オ
カ
ス
　

事
不

好

　
。
…
蔦
教
為
宰
、
揮
楚
国
之
令
典
。
百
官
象
物
而
動
、
軍
政
不
戒
而
備
。
(
下
略
)

と
い
っ
て
い
る
。
杜
注
に

「歩
日
卒
。
車
日
乗
。」
と
あ
る
が
、
卒
乗
は
正
規
軍
全
体
を
指
し
て
い
る
。
右
の
会
箋
の
な

か
に
、
「征
伐
之
事
、
四
者
、

(商
農
工
買
)皆
不
与
。
故
日
、
不
敗
其
業
。」
と
あ
り
、
「商
農
工
買
、
各
安
其
事
。
而
卒
乗
之
事
、
不
好
四
者
也
。
拠
此
可
見
、
当
時
兵
与
農
実
分
。

故
錐
展
歳
出
兵
、
無
妨
於
農
。
否
則
入
陳
入
鄭
、
動
経
数
月
。
何
能
使
農
不
敗
其
業
。」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
当
時
楚
が
氏
族
制
を
ふ
ま
え
た
旧
来

の
軍
事
体
制
を
も

つ
の
を
物
語

っ
て
い
る
と
同
時
に
、
晋
の
軍
制
も
亦
基
本
的
に
は
楚
と
同
質
な
る
べ
き
を
察
せ
し
め
る
。
と
こ
ろ
で
、
左
氏
伝
裏

公
二
十
五
年

(前
五
四
八
年
)
の
伝
に
は
、
楚

で
為
掩
が
司
馬
と
し
て
、
全
国
の
土
地
を
調
査
し
、
土
地
改
良
を
行
い
、
全
国
か
ら
車
馬
、
兵
器
を

調
達
す
る
こ
と
と
し
た
の
を
示
し
て
い
る
。

一
般
論
的
に
い
う
と
、
こ
れ
は
自
ら

一
般
庶
民

(と
し
て
の
農
民
)
を
対
象
と
し
た
徴
兵
に
進
む
方
向

を
も

つ
。
な
お
、
左
氏
伝
成
公
二
年

(前
五
八
九
年
)
の
伝
に
、

(
前
略
)
楚
令
サ
子
重
為
陽
橋
之
役
、
以
救
斉
。
将
起
師
。
子
重
日
、
…
且
先
君
荘
王
属

(遺
戒
の
こ
と
)
日
、
無
徳
以
及
遠
方
、
莫
如
恵
位

其
民
、
而
善
用
之
。
乃
大
戸
、
已
責
、
逮
螺
寡

(寡
は
衛
)
救
乏
、
赦
罪
悉
師
、
王
卒
尽
行
。

と
あ
る
。
「已
責
」
以
下
、
「救
乏
」
ま
で
は
、
民

へ
の
恵
血
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「大
戸
」
以
下
は
、
大

い
に
民
の
戸
口
の
実
情

を
調
べ
、
民
の
官
物
の
欠
負
、
租
税
の
滞
納
な
ど
で
い
ま
だ
弁
済
し
て
な
い
も
の
を
ゆ
る
し
、
施
を
老
螺
に
及
ぼ
し
、
貧
窮
の
も
の
を
救
い
、
そ
れ

と
と
も

に
軽
囚
を
ゆ
る
し
て
軍
事
に
使
い

(「箋
日
、
赦
軽
囚
、
以
役
之
軍
事
也
。」
)、
楚
王
の
戎
車
を
尽
し
て
行
く
こ
と

に
し
た
、
と
い
っ
た
意
味

で
あ
ろ
う
。
さ
き
に
見
た
と
こ
ろ
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
当
時
こ
の
王
卒
は
い
ま
だ

一
般
庶
民

(と
し
て
の
農
民
)
を
徴
発
し
た
も
の
を
基
幹
と
す

る
、
と
は
い
い
難

い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
魯
の
場
合
、
左
氏
伝
宣
公
十
五
年

(前
五
九
四
年
)
の
伝
を
見
る
と
、
魯

で
は
旧
来
の
税
法
、
つ
ま
り
、
公
田
を
民
に
耕
作
さ
せ
て
そ
の



収
穫
を
す

べ
て
と
り
、

一
方
民
の
耕
作
す
る

「私
田
」
の
収
穫
を
す
べ
て
自
ら
収
め
さ
せ
る
と
い
う
税
法
を
改
め
、
「私
田
」

に
も
課
税
す
る
よ
う

に
し
た
。

こ
れ
は
全
国
の
民
衆
に
晋
の
君
の
威
令
が
直
接
的
に
及
ぶ
べ
き
を
察
せ
し
め
る
。
そ
こ
で
は
将
来

一
般
庶
民

(
と
し
て
の
農
民
)
が
軍
役

を
負
担
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
の
ち
、
国
語
魯
語
下
に
よ
る
と
、
哀
公
十

一
年

(前
四
八
四
年
)
に
は
、
も
は
や
里
単
位
に

(必
要
に

応
じ
て
)
兵
器
な
ど
を
徴
収
し
、

一
般
民
衆

(と
し
て
農
民
)
も
ま
た

(年
齢
に
よ
っ
て
)
役

(軍
役
を
含
む
)
を
負
担
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
理
解

さ
れ
る
。

と
こ
ろ

で
、
国
語
斉
語
に
、
斉
の
桓
公
が
管
仲
に
参
国
伍
鄙
の
改
革
を
行
わ
せ
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、
桓
公
が
国
を
制
し
て
、
五
家
を
軌
、
十

軌
を
里
、
四
里
を
連
、
十
連
を
郷
と
し
、
鄙
を
制
し
て
、
三
十
家
を
邑
、
十
邑
を
卒
、
十
卒
を
郷
、
三
郷
を
県
、
十
県
を
属
と
な
し
た
こ
と
を
記
し

て
い
る
。
前
者
の
国
城
内
に
は
士
、
商
、
工
だ
け
が
住
む
。
そ
れ
だ
け
に
、
後
者
の
国
城
外
に
は
農
民
が
住
む
と
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
管
子
小
匡
で

は
同
じ
参
国
伍
鄙
の
改
革
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
国
に
農
民
が
入

っ
て
お
り
、
か
つ
そ
れ
ら
も
亦
軍
役
の
対
象
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

斉
の
桓
公

(在
位
前
六
八
五
ー
六
四
三
年
)
の
改
革
は
恐
ら
く
時
期
的
に
あ
ま
り
に
も
早
す
ぎ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
晋
で
は
、
西
紀
前
五
九
七

年
、
楚

で
は
西
紀
前
五
四
八
年
、
魯
で
は
西
紀
前
五
九
四
年
に
、
何
れ
も

い
ま
だ

一
般
庶
民

(と
し
て
の
農
民
)
が
国
の
軍
隊
の
基
幹
と
な
っ
て
い

な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
斉
の
桓
公
の
と
き
の
右
の
よ
う
な
改
革
は
恐
ら
く
後
世
の
諸
国
の
改
革
を
投
影
し
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の
う
ち
少
な
く
と
も
住
居
に
つ
い
て
は
国
語
の
方
が
よ
り
古

い
時
期
の
も
の
、
管
子
の
方
が
よ
り
の
ち
の
時
期
の
も
の
を
投
影
し
て
い
る
と

ハ　
　

い
え

る

で

あ

ろ

う

。

四

臣
妾
か
ら
奴
婢

へ

西
周
時
代
す
で
に
臣
妾
は
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
の
職
分
い
か
ん
と
い
っ
た
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
春
秋
時
代
に
な
る
と
何
ら
か

の
形
で
軍
事
に
関
係
す
る
も
の
が
現
わ
れ
て
く
る
。
い
ま
そ
れ
を
見
て
み
よ
う
。
書
経
費
誓
に
、

魯
侯
伯
禽
、
宅
曲
阜
。
徐
夷
並
興
、
東
郊
不
関
。
作
費
誓
。

と
あ
り
、
続
い
て
、

　
ヌ
フ
　

　
ツ
ラ
ヌ
　

費
誓
、
公
日
、
嵯
、
人
無
詳
、
聴
命
。
但
蝕
准
夷
徐
戎
並
興
。
善
敏
乃
甲
冑
、
激
乃
干
、
無
敢
不
弔
。
備
乃
弓
矢
、
鍛
乃
文
矛
、
礪
乃
鋒
刃
、

無
敢
不
善
。

馬
牛
其
風
、
臣
妾
通
逃
、
勿
敢
越
逐
。
祇
復
之
。
我
商
賓
爾
。
乃
越
逐
不
復
、
汝
則
有
常
刑
。
無
敢
冠
嬢
。



　
ソ

ナ

フ

ね

喩
垣
縞
、
牛
馬
、
誘
臣
妾
、
汝
則
有
常
刑
。
甲
戌
、
我
惟
征
徐
戎
。
峙
乃
模
糧
、
無
敢
不
逮
。
汝
則
有
大
刑
。

と
あ
り
、
さ
ら
に
続
い
て
、

魯
人
三
郊
三
遂
、
峙
乃
槙
軟

(槙
軟
は
土
塁
を
築
く
の
に
用

い
る
木
材
)。
甲
戌
我
惟
築
。
無
敢
不
供
。
汝
則
有
無
余
刑
。
非
殺
。
魯
人
三
郊

三
遂
、
峙
乃
錫
菱
。
無
敢
不
多
、
汝
則
有
大
刑
。

　
ヨ

リ

と
あ
る
。
こ
れ
は
本
来
魯
の
僖
公

(在
住
前
六
五
九
～
三
三
年
)
が
徐
夷
、
准
夷
を
討

っ
た
こ
と
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
費
誓
の
内
容
の
前
者
と

後
者
と
を
対
比
し
て
考
え
る
と
、
前
者
は
国
城
内
に
あ
る
支
配
者
層
に
対
し
て
い
っ
た
も
の
、
後
者
は
魯
の
国
城
外
に
あ
る
人

(農
民
)
に
対
し
て

い
っ
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
も

っ
と
も
後
者
に
つ
い
て
は
、
・当
時

い
ま
だ
兵
器
や
軍
需
品
を
出
さ
せ
る
こ
と
が

一
般
化
し
て
い
な
か
っ

た
と
考

え
ら
れ
る
だ
け
に
、
よ
り
後
代
の
様
態
を
投
影
し
て
そ
れ
が
記
述
さ
れ
て
い
る
と
も
、
特
殊
な
事
態
だ
け
に
こ
う
し
た
こ
と
が
生
じ
、
そ
れ

が
後
代

の
兵
器
、
軍
需
品
調
達
に
連
な
っ
て
行
く
と
も
考
え
ら
れ
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
右
は
春
秋
の
魯
の
僖
公
の
と
き
支
配
者
層
の
も
つ
臣
妾
が

何
ら
か
の
意
味
で
軍
事
に
か
か
わ
っ
て
い
た

一
証
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
左
氏
伝
裏
公
十
年

(前
五
六
三
年
)
の
伝
に
、
反
乱
が
起
り
、
そ
の
盗
を
討

と
う
と
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

　ソ
ナ

フ
リ

(子
西
)
乃
帰
授
甲
。
臣
妾
多
逃
、
器
用
多
喪
。
子
産
聞
盗
、
為
門
者
、
尼
群
司
、
閉
府
庫
、
愼
閉
藏
、
完
守
備
、
成
列
而
後
出
。
兵
車
十
七

乗
。
(下
略
)

と
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
臣
妾
は
軍
兵
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
軍
事
に
か
か
わ
り
を
も

っ
て
い
る
、
と

さ
れ
よ
う
。
も

っ
と
も
臣
妾

が
軍
兵
的
性
格
を
も

つ
に
し
て
も
、
国
の
支
配
者
層
は
も
と
も
と
そ
の
同
族
を
主
と
す
る
軍
兵
を
も

っ
て
い
た
だ
け
に
、

そ
の
軍
兵
的
性
格
は
い
わ

ば
補
助
的
な
戦
闘
員
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
う
し
た
臣
妾
の
来
源
で
あ
る
が
、
左
氏
伝
宣
公
十
二
年

(前
五
九
七
年
)
の
伝
に
、

　
ム
カ
フ
　

鄭
伯
肉
祖
、
牽
羊
以

逆

。
日
、
孤
実
不
天
。
不
能
事
天
。
使
君
懐
怒
、
以
及
徹
邑
。
孤
之
罪
也
。
敢
不
唯
命
是
聴
。
其
俘
諸
江
南
、
以
実

海
浜
、
亦
唯
命
。
其
煎
…以
賜
諸
侯
、
使
臣
妾
之
、
亦
唯
命
。

と
あ
り
、
続
い
て
、

　モ
ト
ム
　

若

恵

顧

前

好

、

微

福

於

属

・
宣

・
桓

・
武

(
周

の

属

王

・
宣

王

は
鄭

の
出

自

の
王

。

鄭

の
桓

公

・
武

公

は
始

封

の

賢

君

。
)
、

使

改

事

君

、

　
ヒ
ト
シ
ク
ス
　

夷

於

九
県
、
君
之
恵
也
。
孤
之
願
也
。
非
所
敢
望
也
。
敢
布
腹
心
。
君
実
図
之
。



と
あ
る
。

こ
れ
は
臣
妾
の
来
源
に
捕
虜

(投
降
者
を
含
む
)
が
あ

っ
た
の
を
自
ら
物
語

っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
臣
妾
が
賜
与
の
客
体
た
る
べ
き

を
裏
か
ら
物
語

っ
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
右
の
よ
う
な
形
で
生
じ
た
臣
妾
と
く
に
臣
に
は
も
と
も
と
軍
事
に
か
か
わ
り
の
あ
る
人
々

(支
配
者
的
人

物
)
が
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
(現
実
に
は
補
助
的
な
戦
闘
員
の
役
割
し
か
も

っ
て
い
な
か

っ
た
に
し
て
も
)
本
来
文
字
通
り
の
軍
兵
的
性
格
を
も
っ

て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
臣
の
性
格
が
妾
を
も
お
お

っ
て
、
臣
妾
が
軍
事
に
か
か
わ
る
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
も
想
定
さ
れ
よ
う
。
(臣
妾

ハゑ

と
軍
事
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
あ
と
で
ふ
れ
る
。
)
な
お
、
戦
国
時
代
の
こ
と
で
あ
る
が
、
壮
年
の
女
子
が
軍
兵
と
さ
れ

た
こ
と
が
あ
る
。

何
ら
か
の
形
で
軍
事
に
関
係
す
る
臣
妾
の
来
源
が
、
敗
戦
に
よ
る
亡
国
-
族
の
分
散
と
い
う
形
で
の
捕
虜
化
だ
け
か
ら
生

じ
た
の
か
ど
う
か
は
わ

か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
れ
が
大
き
い
来
源
で
あ

っ
た
こ
と
に
間
違

い
は
な
か
ろ
う
。

臣
妾
に
は
質
に
よ

っ
て
生
ず
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
は
軍
事
に
関
係
す
る
も
の

(少
な
く
と
も
そ
の
可
能
性
を
も
つ
も
の
)
と
し
て
現
わ
れ
て
く

る
。
い
ま
そ
れ
を
見
て
み
よ
う
。

ハゑ

左
氏
伝
に
見
え
る
質
に
は
、
公
室
の
諸
公
子
群

(と
く
に
大
子
)
と
か
、
公
室
か
ら
分
出
し
た
大
夫
の
子
弟
と
い
う
よ
う
な
、
各
国
の
支
配
氏
族

の
中
枢
的
地
位
を
占
め
る
人
物
が
な

っ
た
。
さ
て
、
晋
の
大
子
園
は
秦
の
質
と
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
韓
原
の
戦
で
大
敗
し
秦
に
捕
え
ら
れ
た
晋
侯

の
身
代
り
と
し
て
秦
か
ら
指
名
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
秦
の
質
と
な
り
、
逃
れ
て
帰
国
し
よ
う
と
し
た
園
に
向

っ
て
、
秦
で
嬰

っ
た
妻

が
、
「
子
晋
太
子
。
而
辱
於
秦
。
子
之
欲
帰
、
不
亦
宜
乎
。
(下
略
)」
と
い
っ
て
い
る
。
(左
氏
伝
僖
公
二
十
二
年
の
伝
)。

そ
れ
は
蘇
代
が
燕
王
に

送

っ
た
書

に
、
「夫
列
万
乗
、
而
寄
質
於
斉
、
名
卑
而
権
軽
。」
と
あ
る
考
え
方

(史
記
蘇
秦
列
伝
)
に
類
似
し
て
お
り
、
春
秋
時
代
の
本
来
の
質
の

通
念
と
は
距
り
が
あ
る
。
公
子
級
の
人
物
が
他
国
に
行
く
こ
と
は
、
戦
国
時
代
に
入

っ
て
も
続
い
て
お
り
、
伝
統
的
に
質
と
よ
ば
れ
て
い
た
が
、
そ

の
待
遇
は
春
秋
時
代
に
較
べ
る
と
、
極
め
て
劣
悪
と
な

っ
て
い
た
。
太
子
が
質
と
な
る
の
は
恥
だ
と
い
う
意
識
は
、
そ
う
し
た
変
化
過
程
に
現
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
は
春
秋
中
期
ご
ろ
ま
で
の
質
の
機
能
が
、
政
治

・
社
会
の
全
面
的
な
変
動
と
と
も
に
以
後
衰
弱
し
て
行
く
過
程
に

現
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
左
氏
伝
僖
公
十
七
年

(前
六
四
三
年
)
の
伝
に
、

夏
、
晋
太
子
園
爲
質
於
秦
。
秦
帰
河
東
而
妻
之
。
恵
公
之
在
梁
也
、
梁
伯
妻
之
。
梁
嵐
孕
過
期
。
ト
招
父
与
其
子
ト
之
。
其
子
日
、
将
生

一
男

一
女
。
招
日
、
然
。
男
為
人
臣
。
女
為
人
妾
。
故
名
男
日
園
、
女
日
妾
。
及
子
園
西
質
秦
、
妾
為
宙
女
焉
。

と
あ
る
。

こ
の
園

(養
馬
)、
妾
に
つ
い
て
は
、
会
箋
に
、

周
后
稜
名
棄
。
宋
公
夫
人
亦
名
棄
。
以
其
初
生
棄
之
外
、
命
之
名
、
以
厭
不
祥
也
。
今
園
与
妾
之
名
、
其
意
亦
如
此
。



と

あ

る

が

、

そ

こ

に

見

え

る

よ

う

に
不

祥

を

厭

す

る

、

と

い
う

観

点

か

ら

理

解

す

べ
き

で

あ

ろ

う

。

そ

の
園

は
人

の
臣

た

る

も

の

の
職

分

(
の

一

つ
)

と

す

べ

き

で
あ

る
。

そ

れ
だ

け

に

そ

の
妾

に

つ

い

て
は

、
人

の
妾

と

し

て
何

ら

か

の
職

分

を

も

っ
て

い
た
と

す

べ

き

こ
と

に

な

ろ

う

。

あ

と

で

ヘ

ヘ

へ

見
る
越
王
勾
践
の
事
蹟
か
ら
見
て
そ
の
妾
が
園

(養
馬
)
の
補
助
者
た
る
べ
き
可
能
性
は
十
分
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
韓
非
子
解
老
第
二
十
に
、

馬
車

、
軍
之
大
用
。

と
あ
る
が
、
馬

へ
の
給
水
、
糞
除
け
を
含
む
園

(養
馬
)
や
そ
の
補
助
は
軍
事
と
無
関
係
と
は
い
え
な
い
。
こ
う
し
た
際
改
め
て
問
題
と
す
べ
き
は
、

質
と
な
る
こ
と
が
同
時
に
臣
妾
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
い
つ
生
じ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
春
秋
の
も
と
も
と
の
質

に
、
質
と
な

っ
て
行

っ
た

国
の
臣
妾
に
な
る
と
い
っ
た
こ
と
は
想
定
し
が
た
い
。
蓋
し
そ
れ
は
質
が
賎
し
く
な
り
、
園

(養
馬
)
と
い
っ
た
こ
と
に
従
事
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
質
　
臣
妾
が
園

(養
馬
)
と
い
っ
た
面
で
軍
事
に
関
係
す
る
も
の

(少
な
く
と
も
そ
の
可
能
性
を
も

つ

も
の
)
た
り
え
る
こ
と
に
な
る
。
(現
実
に
太
子
園
夫
婦
が
園
や
そ
の
補
助
者
と
な

っ
た
か
ど
う
か
は
、
こ
の
際
副
次
的

な
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
質
"
臣
妾
が
そ
う
し
た
可
能
性
を
も

つ
に
至

っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
)

さ
て
、
呉
と
戦

っ
て
敗
れ
呉
に
行

っ
た
越
王
勾
践
に
つ
い
て
、
呉
越
春
秋
勾
践
入
臣
外
伝
第
七

(以
下
、
単
に
呉
越
春
秋
と
い
う
)
に
、

越
王
勾
践
、
五
年
五
月
、与
大
夫
種
萢
萢
薮
、
入
臣
於
呉
。
群
臣
皆
送
至
浙
江

之
上
、
臨
水
租
道
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
越
王
が
そ
の
大
夫
種
萢
、
萢
叢
と
と
も
に
呉
に
行

っ
て
そ
の
臣
と
な
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
国
語
越
語

下
に
、(

越
王
)
乃
令
大
夫
種
行
成
於
呉
。
…
…
呉
人
許
諾
。
…
…
令
大
夫
種
守
於
国
、
与
萢
蚕
入
宣
於
呉
。
三
年
而
呉
人
遣
之
。

と
あ
り
、
津
氏
解
に
は
、
「宙
、
為
宙
隷
也
。」
と
あ
る
が
、
種
萢
は
実
際
は
行
か
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
越
王
は
呉

に
行
く
に
あ
た
り
、

　　
ゑ
ヱ

今
寡
人
翼
得
免
於
軍
旅
之
憂
、
而
復
反
係
獲
敵
人
之
手
、
身
為
傭
隷
、
妻
為
僕
妾
。

と
い
い
、
ま
た
、

今
事
棄
諸
大
夫
、
客
官
於
呉
。

と

い
っ
て
い
る
。
越
王
は
そ
の
妻
を
と
も
な
っ
て
呉
に
行

っ
た
の
で
あ
る
が
、
史
記
捲
四
越
王
勾
践
世
家
に
、
越
王
勾
践

が
呉
に
敗
れ
、
大
夫
種
に

呉
に
和
平
を
求
め
さ
せ
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、
種
の
言
に
、

君
主
亡
民
勾
践
、
使
陪
臣
種
、
敢
告
下
執
事
。
勾
践
請
為
臣
、
妻
為
妾
。



と
あ
る
の
を
あ
わ
せ
考
え
た
際
、
臣
が
傭
隷
、
妾
が
僕
妾
と
も
い
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
傭
隷

(た
だ
し
、
傭
は
戦
国
時
代
以
降
、
代
価
を

支
払

っ
て
人
を
や
と
う
の
を
い
う
。
こ
の
際
は
そ
う
し
た
意
味
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
傭
は
他
の
文
字
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
)、
僕
妾
と
い
わ
れ

る
も
の
の
具
体
像

(
の

一
つ
)
が
、
両
人
が
呉
に
行

っ
て
か
ら
の

「仕
事
」
の
面
に
現
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

(呉
王
)
夫
差
遂
不
蘇
越
王
。
令
駕
車
養
馬
、
秘
於
宮
室
之
中
。

と
あ
り
、

呉
王
謂
萢
蚕
日
、
:
而
子
及
主

(勾
践
を
指
す
)
倶
為
奴
僕
、
来
帰
於
呉
。
宣
不
鄙
乎
。
(下
略
)

と
あ
り
、

(前
略
)
呉
王
起
入
宮
中
。
越
王
萢
蚕
趨
入
石
室
。
越
王
服
犠
鼻
、
着
樵
頭
。
夫
人
衣
無
縁
之
裳
、
施
左
関
之
儒
。
夫

研
劃
養
馬
、
妻
給
水
、

除
糞

漉
掃
。
三
年
不
怪
怒
、
面
無
恨
色
。

と
あ
る
。

こ
れ
は
越
王
夫
婦
が
養
馬

(園
)
の
賎
事
に
従

っ
て
い
た
こ
と
、
及
び
そ
の
夫
を
奴
僕
と
い
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

養
馬
は
軍
事
に
か
か
わ
る
も
の
と
な
り
え
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
越
王
の
場
合
に
つ
い
て
い
う
限
り
、
臣
妾
は
汎
称
で
、
や
や
具
体
像
を
示
す
も
の
に
僕
妾
、
奴
僕
と
い
っ
た
も
の
が

あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
職
分
と
し
て
養
馬

(園
)
な
ど
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
、
こ
う
し
た
養
馬
な
ど

の
臣

(妾
)
の
職
分
は
必

ず
し
も
固
定
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
流
動
性
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
も
と
も
と
春
秋
時
代
の
質
は
生
活
状
態
は
安
定
し
て
い
た
。
し
か
し
春
秋
末
期
の
越
王
勾
践

(在
位
前
四
九
六
～
六
五
年
)
夫
婦
の

生
活
は
す
で
に
見
た
と
お
り
劣
悪

で
あ

っ
た
。
さ
て
、
呉
越
春
秋
に
は
、
「而
子
及
主
倶
為
奴
僕
、
来
帰
於
呉
。
宣
不
鄙
乎
。」
と
あ
る
の
に
続
い
て
、

吾
欲
赦
子
之
罪
。
子
能
改
心
自
新
、
棄
越
帰
呉
乎
。

と
あ
り
、
続

い
て
、

萢
姦

対
日
、
臣
聞
、
亡
国
之
臣
、
不
敢
語
政
。
敗
軍
之
将
、
不
敢
語
勇
。
臣
在
越
不
忠
不
信
。
今
越
王
不
奉
大
王
命
号
。
用
兵
与
大
王
相
持
。

至
今
獲
罪
、
君
臣
倶
降
、
蒙
大
王
鴻
恩
、
得
君
臣
相
保
。
願
得
入
備
掃
除
、
出
給
趨
走
。
臣
之
願
也
。
此
時
越
王
伏
地
流
涕
、
自
謂
、
遂
失
萢

蚕
　
。
呉
王
知
萢
蚕
不
可
得
為
臣
。
謂
日
、
子
既
不
移
其
心
。
吾
亦
置
子
於
石
室
之
中
。
(下
略
)

と
あ
る
。

こ
れ
は
の
越
王
が
呉
王
の
臣

(
と
し
て
の
奴
僕
)
と
な
っ
た
に
し
て
も
、
そ
こ
に
越
王
と
萢
蚕
と
の

「君
臣
」
関
係
が
残

っ
て
い
る
こ
と



を
示
し
て
い
る
。
後
代
の
臣
妾
に
そ
う
し
た
類
の
こ
と
は
な
い
。
そ
う
し
た
点
で
右
は
後
代
の
臣

(と
し
て
の
奴
僕
)
よ

り
は
古
い
用
法
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

一
方
、
口
そ
こ
に
見
え
る
君
臣
関
係
の
臣
、
呉
王
が
萢
鑑
を
そ
れ
と
し
よ
う
と
し
た
臣
は
後
代

一
般

に
用
い
ら
れ
る
臣
の
用
法

に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
を
考
え
る
と
、
右
の
臣
の
用
法
に
は
二
重
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

い
ま
ま
で
見
て
き
た
臣
妾
の
う
ち
、
捕
虜
は
終
身
隷
属
的
身
分
に
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
質
た
る
も
の
は
終
身
隷
属
的
身
分
に
あ
る
と
は
い
え
な

い
。
と

こ
ろ
で
、
尉
練
子
武
議
第
八
に
、

凡
兵
不
攻
無
過
之
城
。
不
殺
無
罪
之
人
。
夫
殺
人
之
父
兄
、
利
人
之
財
貨
、
臣
妾
人
之
子
女
。
此
皆
盗
也
。
故
兵
者
所
以
諒
暴
乱
、
禁
不
義
也
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
戦
国
時
代
に
な

っ
て
も
捕
虜
が
臣
妾
と
な
る
こ
と
の
あ
る
の
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
質
が
臣
妾
と
な
る
こ
と
は
の
ち
に
は
見

当
ら
な
く
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
左
氏
伝
昭
公
七
年

(前
五
三
五
年
)
の
伝
に
、
楚
子
が
即
位
し
て
王
と
な

っ
て
か
ら
の
こ
と
と
し
て
、

及

即
位
、
為
章
華
宮
。
納
亡
人
以
実
之
。
(芋
サ
)
無
宇
之
閥

(門
番
の
こ
と
)
入
焉
。
無
宇
執
之
。
有
司
弗
与
。

日
、
執
人
於
王
宮
。
其
罪

大
　
。
執
而
謁
諸
王
。

と
あ
り
、
無
宇
が
そ
れ
に
対
し
、

(
前
略
)
故
詩
日
、
普
天
之
下
、
莫
非
王
土
、
率
土
之
浜
、
莫
非
王
臣
。
天
有
十
日
。
人
有
十
等
。
下
所
以
事
上
、
上
所
以
共
神
也
。
故
王
臣

公
。
公
臣
大
夫
。
大
夫
臣
士
。
士
臣
阜
。
早
臣
輿
。
輿
臣
隷
。
隷
臣
僚
。
僚
臣
僕
。
僕
臣
台
。
馬
有
園
。
牛
有
牧
。
以
待
百
事
。
今
有
司
日
、

　ナ
ン
ジ
　

ロ

女

胡
執
人
於
王
宮
。
…
若
従
有
司
、
是
無
所
執
逃
臣
也
。
逃
而
舎
之
。
是
無
陪
台
也
。
王
事
無
乃
閾
乎
。
(下
略

)

と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
無
宇
の
意
見
に
対
し
、

　ナ
ン
ジ
　

王

日
、
取

而

臣
以
往
。
盗

(王
自
ら
を

い
う
)
有
寵
。
未
可
得
也
。

と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
い
く

つ
か
の
重
要
な
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
e
君
王
も
亦
亡
命
者
を
自
己
の
も
と
に
招
き
入
れ
る
よ
う
な
様
態
が

生
じ
た
こ
と
、
口
私
有

の
閣
が
臣
と
も
い
わ
れ
た
こ
と
、
日
右
文
を
通
観
し
た
際
、
右
で
陪
従
の
最
下
位
と
さ
れ
て
い
る
台
も
そ
の
上
位
の
早

、
輿
、

隷
、
僚
、
僕
、
ま
た

(十
等
と
い
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
た
め
そ
の
外
に
は
み
で
て
い
る
け
れ
ど
も
)
園
、
牧
の
類
も
亦
何
れ
も
臣
の

一
種
で
あ
る

こ
と
、
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
右
の
輿
は
、
さ
き
に
見
た
輿
人
と
は
身
分
上
の
基
本
性
格
が
違
う
こ
と
に
な
る
。
本
来
輿
人
の
輿
は
こ
し
の
こ
と

エ
キ

な
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
し
は
庶
民
出
身
の
役
人
で
も
身
分
的
に
終
身
人
に
隷
属
し
て
い
る
も
の
で
も
か

つ
ぎ
え
る
。
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、



両
者
に
つ
い
て
輿
の
文
字
が
用
い
ら
れ
て
も
別
に
異
と
す
る
に
足
り
な
い
。
問
題
は
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を

判
別
す
る

に
あ
る
。

右
の
口
、
日
は
臣
妾
が
園
に
止
ま
ら
ず
、
広
く
私
人
の
私
従
を
含
む
べ
き
を
察
せ
し
め
る
に
足
る
。
い
ま
そ
れ
が
私
家
に
だ
け
い
る
の
で
は
な
く

て
、
当
然

の
こ
と
と
し
て
官
家
に
も
い
た
こ
と
を
見
て
み
よ
う
。
e
は
そ
れ
を
自
ら
物
語

っ
て
い
る
が
、
他
に
若
干
の
例
を
あ
げ
る
と
、
さ
き
に
見

た
越
王
勾
践
や
太
子
園
を
め
ぐ
る
記
事
は
そ
れ
を
察
し
め
る
に
足
ろ
う
。
ま
た
、
左
氏
伝
隠
公
五
年

(前
七

一
八
年
)
の
伝

に
、
隠
公
が
捕
魚
を
見

に
巣

へ
行

こ
う
と
し
た
が
、
そ
の
と
き
戚
僖
伯
が
諌
め
た
言
葉
を
の
せ
て
い
る
。
そ
こ
に
、

若
夫
山
林
川
沢
之
実
、
器
用
之
資
、
早
隷
之
事
、
官
司
之
守
。
非
君
所
及
也
。

と
あ
る
。
会
箋
は
こ
の
早
隷
を

「至
賎
者
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
官
家
に
そ
う
し
た
も
の
の
い
た
こ
と
を
自
ら
物
語

っ
て
い
る
。
左
氏
伝
裏
公

二
十

一
年

(前
五
五
二
年
)
の
伝
に
、

(前
略
)
武
仲
日
、
…
庶
其

(も
と
邪
の
大
夫
)
霜
邑
於
邪
、
以
来
。
子

(
司
冠
蔵
武
子
の
こ
と
)
以
姫
氏
妻
之
、
而
与
之
邑
。
其
從
者
皆
有

賜
焉
。
(カ
ク
ノ
ゴ
ト
キ
)
若
大
盗

(庶
其
を
指
す
)
礼
焉
以
君
之
姑
姉
与
其
大
邑
。
其
次
早
牧
輿
馬
。
其
小
者
衣
裳
剣
帯
。
是
賞
盗
也
。
(下

略
)

と
あ
る
の
は
、
そ
う
し
た
官
の
も
の
が
私
家
に
下
賜
さ
れ
る
こ
と
の
あ

っ
た
の
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
時
代
が
降
る
に
つ
れ
、
臣
妾
に
は
質
が
見
え
な
く
な
る
が
、
そ
の
反
面
、
社
会
的
経
済
的
没
落
者
が
多
く
入

っ
て
く
る
。
さ
き
の
　
は
そ

れ
を
示
唆

す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
戦
国
策
巻
三
に
、

マ
マ

韓
魏
父
子
兄
弟
接
踵
而
死
於
秦
者
百
世
　
。
本
国
残
、
社
稜
壊
。
…
父
子
老
弱
係
虜
、
相
随
於
路
。
・.・百
姓
不
柳
生
、
族
類
離
散
、
流
亡
為
臣

妾
、
満
海
内
　
。

と
あ
り
、
商
君
書
錯
法
第
九
に
、

同
列
而
相
臣
妾
者
、
貧
富
之
謂
也
。
同
実
而
相
井
兼
者
、
彊
弱
之
謂
也
。

と
あ
る
の
も
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
左
氏
伝
昭
公
三
年

(前
五
三
九
年
)
の
伝
に
、

非
叔
向
日
、
…
錐
吾
公
室
、
今
亦
季
世
也
。
戎
馬
不
駕
。
卿
無
軍
行
、
公
乗
無
人
、
卒
列
無
長
、
庶
民
罷
徹
、
而
宮
室
滋
修
。
…
樂
郁
胃
原
狐

続
慶
伯
、
降
在
阜
隷
。
(下
略
)



と
あ
る
。

こ
の
会
箋
に

「樂
都
等
皆
氏
族
。
非
姓
也
。
原
氏
即
先
氏
。
続
与
狐
同
宗
。
而
各
為
氏
。
此
八
国
之
先
、
樂
卸
胃
原
狐
五
氏
、
皆
卿
也
。

続
簡
伯
慶
鄭
伯
宗
三
氏
、
皆
大
夫
也
。
王
符
日
、
卸
氏
樂
氏
狐
氏
、
皆
晋
姫
姓
。
以
王
説
証
之
。
八
族
皆
姫
姓
也
。」
と
あ
る
。
ま
た
国
語
周
語
下
に
、

(前
略
)
故
亡
其
氏
姓
、
路
弊
不
振
。
絶
後
無
主

(祭
主
を
い
う
)、
埋
替
隷
圏
。

と
あ
る
が
、
そ
の
章
注
に
、
「隷
、
役
也
。
園
、
養
馬
者
。」
と
あ
る
。
右
の
四
記
事
は
相
ま
っ
て
臣
妾
に
社
会
的
経
済
的
没
落
者
が
入
っ
て
い
る
の

　　
り

を
物
語

っ
て
い
る
。

こ
の
際
注
目
す
べ
き
は
、
恐
ら
く
や
や
時
期
が
遅
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
終
身
た
る
べ
き
犯
罪
没
官
人
が
臣
妾
の
な
か
に
見
え
る
よ

う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
呂
氏
春
秋
精
通
に
、

鐘
子
期
夜
聞
撃
磐
者
而
悲
。
使
人
召
問
之
日
、
子
何
撃
磐
之
悲
也
。
答
日
、
臣
之
父
、
不
幸
而
殺
人
。
不
得
生
。
臣
之
母
、
得
生
而
為
公
家
為

酒
。
臣
之
身
、
得
生
而
為
公
家
撃
磐
。
臣
不
観
臣
之
母
三
年
　
。
昔
為
舎
氏
観
臣
之
母
。
量
所
以
購
之
、
則
無
有
。
而
身
固
公
家
之
財
也
。
是

故
悲
也
。

と
あ
る
。

こ
の
記
事
は
連
座
に
よ
っ
て
臣
妾
が
生
ず
べ
き
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
犯
罪
者
本
人
が
臣
妾
と
な
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
も

　ヱ

別
に
無
理

で
は
な
か
ろ
う
。
こ
う
し
た
臣
妾
は
当
然
終
身
と
な
ろ
う
。
な
お
、
前
引
の
尚
書
費
誓
の
疏
に
、
「有
無
余
刑
非
殺
」

に
つ
い
て
、

正
義

日
、
…
言
刑
者
、
非

一
、
謂
合
家
尽
刑
之
。
王
粛
云
、
汝
則
有
無
余
刑
、
父
母
妻
子
同
産
、
皆
坐
之
、
無
遺
免
之
者
。
故
謂
無
余
之
刑
。

然
入
於
罪
隷
、
亦
不
殺
之
。
鄭
玄
云
、
無
余
刑
非
殺
者
、
謂
奴
其
妻
子
、
不
遺
其
種
類
。
在
軍
使
給
厩
役
。
反
則
入
於
罪
隷
春
藁
、
不
殺
之
。

(下
略
)

と
あ
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
こ
の
犯
罪
者

に
連
坐
す
る
も
の
は
終
身
刑
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ

で
、
墨
子
天
志
下
第
二
十
八
に
、

今
是
大
国
之
君
、
露
然
日
、
吾
処
大
国
、
而
不
攻
小
国
、
吾
何
以
為
大
哉
。
…
以
攻
無
罪
之
国
、
入
其
辺
境
、
刈
其
禾
稼
。
…
民
之
格
者
勤
殺

ヘ

ヘ

ヘ

へ

之
、
不
格
者
則
係
紫
而
帰
。
大
夫
以
為
僕
園
胃
靡

(築
城
な
ど
に
使
う
)、
婦
人
以
為
春
酋

(官
の
穀
物
を
臼
で
つ
い
て
も
み
が
ら
を
と
っ
た

り
、
官
の
酒
づ
く
り
に
使
う
)。

と
あ
る
。

こ
の
胃
靡

に
つ
い
て
は
、
旧
来
詳
し
く
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
間
詰
に
、
「晋
灼
云
、
胃
、
相
也
。
靡
、
随
也
。
古
者
相
随
坐
軽
刑
之
名
。

葡
子
儒
敷
篇
楊
注
云
、
青
靡
、
刑
徒
人
也
。
胃
、
相
靡
繋
也
。
謂
錬
相
腓
相
繋
。
…
顔
師
古
日
、
餅
繋
使
相
随
而
服
役
之

。
猶
今
囚
徒
以
錬
連
枷



也
。」
と
あ
る
。
こ
れ
は
捕
虜
の
男
子
を
僕
園
や
胃
靡
と
し
、
女
を
春
酋
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
天
志
下
は
墨
子
諸
篇
の
製
作
年
代
か
ら
い

う
と
末
期

の
も
の
で
、
前
四
世
紀
末
か
ら
秦
帝
国
成
立

(前
二
二

一
年
)
の
第
三
段
階
に
や
や
遅
れ
な
が
ら
も
、
こ
れ
と
併
行
し
つ
つ
、
秦
帝
国
の

ハゑ

盛
期

(下
限
は
前
二

一
〇
年
)
に
か
け
て
著
作
さ
れ
た
、
と
い
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
僕
園
、
胃
靡
、
春
酋
も
亦
臣
妾
に
入
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、

胃
靡
に
は
犯
罪
没
官
人
が
な
る
こ
と
も
あ
る
。
韓
非
子
六
反
第
四
十
六
に
、

刑
盗
、
非
治
所
刑
也
。
治
所
刑
也
者
、
是
治
胃
靡
也
。
故
日
、
重

一
姦
之
罪
、
而
止
境
内
之
邪
。
此
所
以
為
治
也
。

と
あ
り
、
韓
非
子
解
老
第
二
十
に
、

胃
靡
有
免
。
死
罪
時
活
。
(然

ル
ニ
)
今
不
知
足
者
之
憂
、
終
身
不
解
。

と
あ
る
の
は
相
ま

っ
て
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
は
同
じ
臣
妾
の
な
か
に
あ

っ
て
、
同

一
職
分
が
あ
る
特
定

の
来
源
の
も
の
に
限
定
さ

ハ　
り

れ
る
こ
と

な
く
、
そ
こ
に
流
動
性
の
あ
る
場
合
の
あ

っ
た
の
を
察
せ
し
め
る
の
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
商
君
書
墾
令
第
二
に
、

以
商
之
口
数
、
使
商
、
　
令
之
厩
輿
徒
重
者
、
必
当
名
。

と
あ
る
。

こ
の
記
事
は
難
解
で
あ
る
が
、
商
君
の
流
れ
を
汲
む
人
々
が
開
墾
を
す
す
め
商
を
お
さ
え
る
こ
と
を
主
張
し
た
も

の
の

一
部
で
あ
る
。
徒

は
従
者
、
重
は

一
応
輜
重

(物
の
輸
送
)
に
あ
た
る
も
の
と
解
し
て
お
く
。
　

は
商
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
商
人
の
数
だ
け
商
人
を
官
で
使
う

(
つ
ま
り
、
商
人
を
す
べ
て
官
で
使
う
)
べ
き
を

い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
　
は
商
に
属
し
て
い
ろ
い
ろ
な
職
分
を
も

っ
て
い
る
も
の
を
徴
発
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
名

(職
分
)
に
あ
て
る
、
と
い
っ
た
意
味
に
解
し
て
ほ
ぼ
誤
り
な
か
ろ
う
。
何
れ
に
し
て
も
商
に
も
ま
た
そ
れ
に
属
す
る
臣

(妾
)
が
い

た
の
を
自

ら
物
語

っ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

論
を
進
め
よ
う
。
い
ま
ま
で
臣
妾
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
戦
国
時
代
そ
れ
が
犯
罪
没
官
人
、
捕
虜
、
没
落
者
に
来
源
を
も
つ
も
の
と
し
て
現
わ

れ
て
き
た

こ
と
を
述
べ
た
。
そ
れ
ら
は
当
然
終
身
そ
の
身
分
に
あ
る
。
例
え
ば
前
引
の
韓
非
子
解
老
篇
に
見
え
る
の
は
そ
れ
を
裏
か
ら
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
汎
称
と
し
て
の
臣
妾
と
い
う
名
称
は
、
の
ち
汎
称
と
し
て
の
奴
婢
と
い
う
名
称
に
と

っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ

あ
ソ

て
い
る
。

い
ま
こ
こ
で
そ
れ
に
関
す
る
二
つ
の
史
料
を
あ
げ
て
見
よ
う
。
史
記
嬬

亀
策
列
伝
の
楮
少
孫
の
補
記
に
、

卜
有
寅
若
買
臣
妾
馬
牛
。

と
あ
る
。

一
方
、
漢
書
嫌
軌
+
王
莽
伝
中
に
、



置
奴
婦
之
市
、
与
牛
馬
同
蘭

(お
り
)。

と
あ
る
。
こ
の
臣
妾
と
奴
婢

と
は
同

一
の
も
の
を
指
し
て
い
る
に
相
違
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
漢
時
代
以
降
の
奴
婢

の
場
合
、
す
で
に
何
度
か
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
実
に
経
済
的
没
落
者
が
私
家
に
入
っ
て
奴
婢

な
ど
と

よ
ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
国
家
権
力
は
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
少
な
く
と
も
建
前
上
奴
婢

は
犯
罪
没
官
人
、
捕
虜

ハ　
　

と
そ
れ
ら
の
子
孫
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ち
な
み
に
、
漢
書
捲
姻
晃
錯
伝
に
、
晃
錯
が
徒
民
に
よ
る
辺
境
充
実
策
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
、

(
前
略
)
不
足
、
募
以
丁
奴
婢

賦
皐
及
輸
奴
婢

、
欲
以
拝
爵
者
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
奴
婢
が
罪
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
奴
婢

が
犯
罪
没
官
人
、
捕
虜
か
ら
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
う

し
た
こ
と
が
あ

っ
て
も
別

に
不
思
議
は
な
か
ろ
う
。

五

秦

の
隷
臣
妾
、
臣
妾

に

つ
い
て

(摘
要

)

秦
の
私
家
に
あ
る
臣
妾
は
、
商
鞅

の
改
革
の
こ
ろ
ま
で
は
没
落
者
を
主
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
商
鞅

の
改
革
時
に
あ

っ
て
も
旧
来
の
そ
う
し
た

臣
妾
を
す
べ
て
官
に
収
め
る
と
か
解
放
さ
せ
る
と
か
い
っ
た
こ
と
は
恐
ら
く
不
可
能
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
何
れ
に
し

て
も
そ
の
家
の
爵
位
に
応

じ
て
臣
妾
を
も

つ
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
以
後
も
現
実
に
没
落
者
が
私
家
に
入

っ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡

(以
下
、
竹
簡

と
い
う
)
の
示
す
と
こ
ろ
で
は
、
個
人
間
の
質
入
れ
を
禁
止
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
少
な
く
と
も
建
前
上
没
落
者
を
新
た
に
私
家
の
臣
妾
と
す

　ゼ

る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
建
前
は
漢
の
私
家
の
制
度
的
奴
婢

に
も
適
用
さ
れ
る
。

さ
て
、
竹
簡
に
は
官
に
属
す
る
隷
臣
妾
が
屡
々
見
え
る
。
竹
簡
の
法
律
答
問
に
、

盗
及
者

(諸
)
宅
罪
、
同
居
所
当
坐
。
可

(何
)
謂
同
居
。
戸
為
同
居
、
坐
隷
。
隷
不
坐
戸
謂
殴

(也
)。

と
あ
る
が
、
こ
の
隷
は
私
家
に
あ
る
臣
妾
の
こ
と
で
あ
る
。
官
に
属
す
る
の
は
隷
臣
妾
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
両
者
は
と
も
に
隷
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　お
　

す
で
に
右
の
よ
う
な
臣
妾
や
隷
臣
妾
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
際
臣
妾
と
隷
臣
妾
と
の
区
別
を
明
確

に
し
て
い
な
い
と

こ
ろ
が
あ

っ
た
。
そ
の
補
訂
は
別
に
行
う
こ
と
と
し
、
本
節
は
い
ま
ま
で
右
の
両
者
に
つ
い
て
殆
ど
ふ
れ
な
か

っ
た

一
、
二
の
点
を
簡
単

に
述
べ
る
。



ま
ず
、
臣
妾
、
隷
臣
妾
の
職
分
に
つ
い
で
で
あ
る
が
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
秦
以
外
に
お
け
る
臣
妾
は
官
に
あ

っ
て
養
馬
、
磐
撃
ち
、
築

城
、
臼
づ
き
、
酒
づ
く
り
と
い
っ
た

「雑
役
」
を

つ
と
め
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
秦
に
お
け
る
隷
臣
妾
は
官
の

「雅
役
」
を

つ
と
め
る
も
の

(と
き

と
し
て
、
他
の
刑
を
加
重
さ
れ
る
こ
と
も
あ
麺
)、
私
家
の
臣
妾
は
私
家
に
あ

っ
て
さ
ま
ざ
ま
の

「雑
役
」
を

つ
と
め
る
も

の
と
し
て
大
過
な
か
ろ

う
。
竹
簡
の
倉
律
に
、

隷
臣
妾
其
従
事
公
、
隷
臣
月
禾
二
石
、
隷
妾

一
石
半
。
其
不
従
事
、
勿
稟
。

と
あ
る
が
、
こ
の
隷
臣
妾
の
官
府
で
の
服
事
は
官
の

「雑
役
」

に
服
し
た
も
の
と
考
え
て
大
過
な
か
ろ
う
。
な
お
、
浜
口
重

国
氏
は
、
漢
時
代
の
刑

と
し
て
の
隷
臣
妾
の
職
分
に
つ
い
て
、
城
旦
や
鬼
薪
刑
の
よ
う
な
特
定
の
刑
役
と
違
い
、
官
に
お
い
て
雑
用
に
駆
使
す
る
も

の
で
あ

っ
た
と
見
て
殆

ど
誤
り
な

い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
し
て
お
ら
れ
麓
。
こ
の
推
定
は
蓋
し
正
確
さ
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
職
分

に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ

の
隷
臣
妾

は
旧
来
の
臣
妾
の
職
分
の

「継
承
」
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。

つ
ぎ
に
、
秦
の
隷
臣
妾
、
臣
妾
の
政
治
的
身
分
で
あ
る
が
、
秦
時
代
に
あ

っ
て
は
有
爵
者
が
い
る
。
こ
れ
は
就
官
資
格
を
も

つ
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
な
か
に
は
現
に
就
官
し
て
い
る
も
の
も
い
る
。
そ
の
下
が
軍
士
た
る
べ
き
士
伍
で
あ
る
。
こ
の
士
伍
は
庶
人
　
庶
民

で
も
あ
る
。
竹
簡
軍
爵
律

に
、

欲
帰
爵
二
級
、
以
免
親
父
母
為
隷
臣
妾

一
人
、
及
隷
臣
斬
首
為
公
士
、
謁
帰
公
士
而
免
故
妻
隷
妾

一
人
者
、
許
之
、
免
以
為
庶
人
。

と
あ
る
。
公
士
は
第

一
級
の
爵

で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
隷
臣
妾
は
士
伍
　
庶
人
の
下
に
あ
る
。
臣
妾
も
亦
隷
臣
妾
と
同
様
に
考
え
て

差
支
え
な
か
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
漢
時
代
の
政
治
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
は
、
右
の

「有
爵
者
-
士
伍
　
庶
人
-
隷
臣
妾

(、
臣
妾
)」
と
い
っ
た
政
治
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と

は
や
や
ズ

レ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
時
代
士
伍
が
庶
人
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
士
伍
　1
庶
人
に
は

(
い
わ
ゆ
る
民
爵
の
)
有

爵
者
と
無
爵
者
と
が

い
る
。

一
般
的
に
い
う
と
そ
う
し
た
庶
人
　
士
伍
は

(
い
わ
ゆ
る
)
民
爵
を
も
ち
え
、
ま
た

(庶
人
在
官
と
し
て
)
官
人
に
な

り
え
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
官
人
が
免
官
さ
れ
て
庶
人
と
な
っ
た
際
禁
銅
を
と
も
な

っ
て
い
る
。
(そ
の
禁
錮

が
解
け
、
従

っ
て
再

び
官
人
に
な
り
え
る
の
は
赦
な
ど
に
あ
っ
た
と
き
で
あ
る
。
)
こ
う
し
た
禁
錮

の
場
合
、
た
と
え
庶
人
で
あ
っ
て
も

一
般

的
な
庶
人
と
は
違
う
政
治

身
分
上
の
制
約
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
庶
人
に
は
農
民

(、
免
官
さ
れ
た
も
の
)
の
ほ
か
に
商
、
工
が
い
る
。
商
は
漢
時
代
禁

鋼
さ
れ
て
官
人
と
な
り
え
ぬ
期
間
が
長
か

っ
た
。
そ
の
際
、
庶
人
で
あ

っ
て
も
免
官
さ
れ
て
庶
人
と
な

っ
て
い
る
も
の
と
同
様
政
治
身
分
上
の
制
約



　ぜ

を

受

け

て

い
る

。

(
恐

ら

く

工

も

商

と

同

様

で
あ

っ
た

の

で
あ

ろ

う

。

ま

た

、

商

、

工

は

士

伍

で
は

な

か

っ
た

で
あ

ろ

う

。
)

な

お

、
漢

時

代

隷

臣

妾

　ユ

(
、

臣
妾

)

と

い

っ
た
身

分
上

の
称

呼

は
消

え

て

お

り

、
官

私

の
奴
婢

が

そ

れ

に
代

る
も

の
と

し

て
現

わ

れ

て

い

る
。

む
す
び

本
稿
は
は
し
が
き
で
述
べ
た
よ
う
な
視
点
か
ら
問
題
を
追
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
の
要
点
は
、
若
干
の
補
足
を

し
て
述
べ
る
と
ほ
ぼ
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

　
氏
族
制
の
崩
壊
過
程
、
そ
の
崩
壊
、
不
可
避
的
な
軍
国
体
制
推
進
と
い
っ
た
な
か
で
、
諸
侯
が
領
土
内
の
男
女
を
個
別
的
直
接
的
に
把
握
す
る

体
制
が
強
化
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
各
国
に
お
い
て
軍
役
を
含
む
全
揺
役
量
が
増
大
し
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
。

　
そ

の
役
を
主
と
し
て
負
担
す
る
の
は

(国
城
の
規
模
の
拡
大
に
相
応
じ
て
次
第
に
国
城
内
に
も
住
む
よ
う
に
な

っ
た
)
農
民
と
官
に
属
す
る
隷

属
者
と

で
あ
る
。
農
民
が
す
べ
て
均
質
的
に
軍
役
を
含
む
役
を
か
け
ら
れ
る
形
は
、
周
礼
に
投
影
さ
れ
て
い
る
。

　
左
氏
伝
に
見
え
る
輿
人
は
、
国
と
地
方

(郷
大
夫
の
邑
を
含
む
)
と
か
ら
徴
発
さ
れ
た
農
民
で

「雑
役
」
に
あ
た
る
が
、
軍
事
に
際
し
て
は
輜

重
な
ど

の
こ
と
に
任
ず
る
。

四
春
秋
戦
国
時
代
の
臣
妾
は
官
私
に
属
す
る
も
の
の
汎
称
で
あ
る
が
、
早
い
時
期
に
は
官
に
属
し
て
軍
事
に
関
係
す
る
形
の
職
分
を
も

つ
も
の
、

他
国
に
質
と
な
る
も
の
が
い
た
。
ま
た
臣
妾
は
そ
の
職
分
に
よ

っ
て
早
、
輿
、
隷
、
僚
、
僕
、
園
、
牧
な
ど
と
も
よ
ば
れ

て
い
た
。

　
官

の
臣
妾
の
来
源
と
し
て
捕
虜

(や
そ
の
子
孫
)
と
、
春
秋
の
あ
る
時
期
以
降
に
、
他
国
に
質
と
な

っ
た
も
の
と
が
考
え
ら
れ
る
。
前
者
の
臣

に
は
、
軍
兵
的
性
格
を
も

つ
も
の
が
お
り
、
後
者
に
も
軍
事
に
関
係
す
る
も
の

(少
な
く
と
も
そ
の
可
能
性
を
も

つ
も
の
)
が
あ
る
。
前
者
の
隷
属

身
分
は
終
身
で
あ
り
、
後
者
の
そ
れ
は
質
と
な

っ
て
い
る
期
間
だ
け
で
あ
る
。
の
ち
後
者
は
見
当
ら
な
く
な
る
が
、
他
方
、
社
会
的
経
済
的
没
落

者

・
犯
罪
没
官
人

(や
そ
れ
ら
の
子
孫
)
が
臣
妾
に
加
わ

っ
た
。
(臣
妾
た
る
青
靡
の
来
源
と
し
て
、
捕
虜
と
犯
罪
没
官
人

と
が
あ
る
。
)

　
私
家
の
臣
妾
は
官
の
臣
妾
を
下
賜
さ
れ
た
も
の

(、
そ
の
子
孫
)
や
没
落
者
の
入

っ
た
も
の
、
(
、
そ
の
子
孫
)
で
あ

ろ
う
。

　
臣
妾
は
の
ち
奴
婢

の
名
で
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
漢
時
代
の
臣
妾
は
犯
罪
者
の
刑
の

一
つ

(蓋
し
、
官
の

「雑
役
」
を

つ
と
め
る
も
の
)

と
な
る
。
こ
の
刑
名
も
や
が
て
消
え
て
行
く
が
、
こ
れ
は
揺
役
体
系
の
整
備
強
化
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
竹
簡
に
見
え
る
私
家
の
臣
妾
、
官
の
隷
臣
妾
は
と
も
に

「隷
」
で
あ
る
が
、
何
れ
も
終
身

「雑
役
」
を

つ
と
め
る
も

の
で
あ
る
。
秦
の
臣
妾
、



隷
臣
妾
の
政
治
的
身
分
は

「有
爵
者

(有
爵
た
る
こ
と
に
よ
る
就
官
者
を
含
む
)
　
士
伍
ー
庶
人

(
　
庶
民
)」
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
下
に
位
置
す
る

も
の
で
あ
る
。
国
家
の
建
前
上
、
貧
窮
者
が
私
家
に
入
っ
て

(制
度
的
な
)
臣
妾
と
な
る
の
は
否
定
さ
れ
て
い
た
。

註

(
1
)輿
人
、
臣
妾

(
・
隷
臣
妾
)
に
関
す
る
近
年
の
研
究
と
し
て
、
宇
都
木
章
氏
、
「輿
人
考
」
(
「三
上
博
士
頒
寿
記
念
論
集
』
所
収
)、
籾
山
明
氏
、

「秦
の
隷
属
身
分
と
そ
の
起
源
-
隷
臣
妾
問
題
に
寄
せ
て
ー
」
(史
林
六
五
～
六
)
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
げ
ら
れ
る
。
旧
来

の
諸
研
究
は
そ
れ
ら
に

よ

っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
共
に
力
作
で
あ
り
、
益
を
え
た
が
、
私
見
は
そ
れ
ら
と
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。

な
お
、
以
前
発
表
し
た
私
見
で
本
稿
で
述
べ
る
と
こ
ろ
と
違

っ
て
い
る
点
は
、
本
稿
の
方
を
と
る
も
の
と
す
る
。

(2
)拙
著
、
「魏
晋
南
朝
の
貴
族
制
』
参
照
。

(3
)赤
塚
忠
氏
、
「書
経
」
(「中
国
古
典
文
学
大
系
1
』
所
収
)
参
照
。

(4
)拙
稿
、
「漢
時
代
の
算
賦
を
め
ぐ
っ
て
」
(
「三
上
博
士
頒
寿
記
念
論
集
』
所
収
〉
参
照
。

(5
)質
に

つ
い
て
は
、
小
倉
芳
彦
氏
、
「中
国
古
代
政
治
思
想
研
究
』
1
徳

・
賂

.
質

.
夷
参
照
。

(
6
)ち
な
み
に
、
左
氏
伝
哀
公
二
年

(前
四
九
三
年
)
の
伝
に
、

(
前
略
)
簡
子
誓
日
、
…
在
此
行
也
、
克
敵
者
、
上
大
夫
受
県
、
下
大
夫
受
郡
、
士
田
十
万
、
庶
人
工
商
遂
、
人
臣
隷
園
免
。

と
あ

る
が
、
こ
の
人
臣
隷
園
は
庶
人
工
商
の
四
字
に
対
し
た
も
の
で
、
そ
の
人
臣
と
隷
園
と
は
同

一
内
容
と
考
え
て
差
支
え
な
い
。

(
7
)ち
な
み
に
、
左
氏
伝
裏
公
二
十

一
年

(前
五
五
二
年

)
の
伝
に
、
「臣
獄
余
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
臣

(妾
)
が
本
来

な
ら
殺
す
べ
き
も
の
で

あ
る
が
、
死

一
等
を
減
じ
て
奴
隷
の
身
分
に
落
し
た
も
の
で
あ
る
の
を
示
す
証
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
説
は
広
く
用

い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
樂
盈
が
そ
の
父
彙
照
の
罪
が
獄
に
当
る
。
己
は
そ
の
子
で
あ
る
だ
け
に
獄
余
た
る
べ
き
で
あ

る
と
し
た
も
の
で
、
そ

の
臣

(盈
自
身
)
は
天
子
の
陪
臣

(
ま
た
け
ら
い
)
と
し
て
の
臣
で
あ
る
。
臣
妾
の
臣
と
は
直
接
的
関
係
は
な
い
。

(
8
)渡
辺
卓
氏
、
「古
代
中
国
思
想
の
研
究
』
第
三
部
墨
家
の
集
団
と
そ
の
思
想
参
照
。

(
9
)左
氏
伝
裏
公
九
年

(前
五
六
四
年
)
の
伝
に
、

子
嚢
日
、
…
晋
君
類
能
而
使
之
。
挙
不
失
選
、
官
不
易
方
。
其
卿
譲
於
善
。
其
大
夫
不
失
守
。
其
士
競
於
教
。
其
庶
人
力
於
農
稻
。
商
工
早



隷

不

知

遷

業

。

と

あ

る

。
会

箋

に

、

「早

隷

、

賎

官

。
」

と

あ

る

が

、

こ

の
阜

隷

は

い
ま

と

り

あ
げ

て

い
る
臣

妾

に
あ

た

る
。

こ

の
遷

業

が

な

い
と

い
う

の

は

、

臣
妾

そ

の

も

の

と

し

て

の
職

分

が
変

ら

な

い

(続

く

)

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

(
10

)
宮
崎

市

定

氏

、

「
東

洋

的

古

代

」

(
「
ア
ジ

ア
史

論

考

中

巻

』

所

収

)
参

照

。

(
11

)
註

(
2

)参

照

。

(
12

)
な

お

、

竹
簡

の

な

か

の
ト
筮

の
書

に
は

、

特

定

の
日

に
生

れ

た

子

に

つ

い

て
、

男

子

が
人

臣

に

な

り

、
女

子

が
人

妾

に

な

る

か

ら
挙

げ

て

は

な

ら

な

い

(
育

て

て

は

な

ら

な

い
)
、

と

い

っ
た

こ
と

が

見

え

る

。

し

か

し

そ
れ

は
も

と

も

と
ト
筮

の

な

か

に

見

え

る

も

の

で
あ

り

、
本

文

で
述

べ
た

と

こ
ろ

を

否
定

す

る

も

の

で
は

な

か

ろ

う

。

(
13

)
拙

稿

、

「
七
科
謫

を

め

ぐ

っ
て
」

(
九

州

大

学

東

洋

史

論

集

11

)
参

照

。

(
14

)
註

(
1

)
籾

山

氏

論
文

参

照

。

(
15
)
浜

口
重

国

氏

、

「
漢

代

に
於

け

る
強

制

労
働

刑

そ

の
他

」

(
『秦

漢

晴

唐

史

の

研
究

』

所

収

)
参

照

。

(
16

)
拙

稿

、

「
漢

時

代

の
賎

民

、
賎

人

、

士

伍

、
商

人
」

(
九

州

大

学

東

洋

史

論

集

7

)
参

照

。

(
17
)
こ

の
点

は
揺

役

制

度

の
整

備

強

化

と

関

連

が

あ

る
と

考

え

ら
れ

る
。

こ
れ

に

つ
い

て
は

別

に
論
ず

る

。

補

(
1
)
五
井

直

弘

氏

、

「中

国
古

代

の
城
』

参

照

。

補

(
2

)
こ

う

し

た

都

鄙

の
用

法

に

つ
い

て

は

、
松

本

光

雄

氏

、

「
中

国

古

代

文

化

の

邑

と

民

・
人

と

の
関

係
」

(
山

梨

大

学

学

芸

学
部

研

究

報

告

3
)

参

照

。


